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 〔  開議 ９時３ ０分 〕  

○議長（ 鈴木浩二君）

 皆さん、おはようございます。  

 本日は、 ３月定例町議会２日目に御出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。  

 ここで発言する方に申し上げます。  

 聞き取りにく い場合がありますので、発言に際し、マスクを外し発言をしてく ださい。  

 ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、 これより本日

の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめ配付したとおりであります。よろしく お願いいたしま

す。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１  一般質問 

○議長（ 鈴木浩二君）

 日程第１ 、一般質問を行います。  

 質問の時間は答弁を含めて１時間までとし、関連質問は認めません。  

 なお、念のため申し上げます。自席からの再質問については、細分化してもよいこと

といたします。また、法令を遵守し、良識と節度を持って議会運営に心がけてく ださい。  

 それでは、 10番、 榎戸陵友議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 ただいま議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。  

 壇上では、通告書の朗読によりますので、 よろしく お願いをいたします。  

 質問事項１ ．南知多町の小・ 中学校の統廃合について問う。  

 現在、人口減少、少子高齢化により、日本各地で小・ 中学校の統廃合が進められてい

ます。学校教育において、児童・ 生徒の資質や能力を伸ばすためには、学校にある程度

の規模を確保し、多様な意見に触れたり、 切磋琢磨したりすることが大切だとされてい

ます。 しかしながら、統廃合を行う際には、問題点や課題にも留意する必要があります。

場合によっては通学手段が変わることもあるでしょう。 また、統廃合で学校がなく なる

ことによる地域への影響や、環境変化による児童・ 生徒への影響も考えられます。学校

の統廃合にはあらゆる問題や課題があるため、学校、地域、保護者が協力、理解し合い、
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課題解決の方策を検討することが大切です。  

 そこで、以下の質問をさせていただきます。  

 ( 1)昨年の12月議会において、篠島中学校が令和９年に南知多中学校に統合すること

が正式に決まりました。令和５年に南知多町の４中学校が統合し、南知多中学校が開校

したが、そのときは見送りとなりました。 その後、令和10年をめどに検討するとしてい

たが、思いのほか早く 事が進みました。その経過と理由をお聞かせ願いたい。  

 ( 2)篠島からの生徒の通学は、離島からということで課題が多く あると思うが、 どの

ように考えているか。 また、既に日間賀島からの生徒の通学である程度のことは把握さ

れていると思うが、 それを踏まえての改善策や解決策があればお聞かせ願いたい。  

 ( 3)令和９年の統合ということで、 今年一年は準備の年となるが、具体的にどのよう

なことを予定しているか、また予算はいく ら計上しているか。  

 ( 4)現在、 日間賀保育所の建設計画は進んでいますが、 それとは別に小学校、サービ

スセンター、公民館機能を持った施設の検討もされているとお聞きしますが、進捗状況

を教えていただきたい。  

 ( 5)篠島では、 旧篠島小学校を解体し、 備蓄倉庫と防災整備工事の実施を計画してい

るようですが、小学校の新設は考えていないか。  

 ( 6)愛知県では、小学校において２学年、 ３ ・ ４年生、 ５ ・ ６年生で14人以下になっ

たとき、 １ ・ ２年生は合わせて７人以下になったときに複式学級になると聞いているが、

今の状況で本町ではいつ頃になると考えているか。  

 さて、 ( 7)番ですけれども、 冒頭に美浜町では小中一貫校の開校を2031年度を目指す

と新聞に掲載されていましたと書きましたけれども、後日これはもう中止になりました

ので、 ここをカット させていただきます。本町では小中一貫校について議論されたこと

があるか、 またどのように考えているか。  

 ( 8)番、小中一貫校のメリット ・ デメリット についてお聞かせ願いたい。  

 ( 9)本町では、 ２つの離島にそれぞれ小学校があり、 統廃合を行うには特殊なケース

だと思いますが、どのように考えているか。  

 ( 10)災害の際、各地区の小学校の体育館は住民の避難所として非常に重要な役割を果

たすが、統廃合によってなく なってしまうが、どのように考えているか。  

 ( 11)保護者のアンケートの中に、小学校が統合して歩いて行ける距離にないとなると、

この町はいよいよ終わりに近づいているのかなあと思いますとありました。若い世代が
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町外へ行き、 さらに少子化が進み、地域が衰退してしまう懸念があります。どのように

考えているか。  

 ( 12)統廃合をする場合、町外からも転校したいと思えるような魅力ある学校にしてい

ただきたいと考えるが、どのような教育理念を考えているか。  

 質問事項２ ．高齢者の生きがい「 ワクワク」 を実感できる施策の実現を目指して。  

 現在、我が町では、令和６年度から令和８年度までの３年間を計画期間とする南知多

町高齢者福祉計画及び第９期介護保険事業計画が現在進行中であります。計画の基本理

念は、自然豊かなふるさとで、 いつまでも心豊かに元気に暮らせる長寿社会の実現です。

計画では、高齢者一人一人がいつまでも生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して生

活を送るためには、健康寿命の延伸が重要であり、包括的な支援体制の整備や総合的な

介護予防の推進、そして必要に応じた適切な介護サービスの提供が必要とされています。  

 この次期計画は、今年度基礎資料となる南知多町高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画

策定に関する実態調査を実施し、来年度介護保険運営協議会を開催、そしてパブリック

コメント の実施など様々な意見を踏まえた策定していく こととなっています。  

 そこで、現計画の各高齢者施策の進捗状況や課題を整理し、次期計画へ反映させてい

く ことが重要であると考え、以下の質問をします。  

 ( 1)本町の過去５年の高齢者（ 65歳以上） の人口及び高齢化率の推移はどのような状

況か。  

 ( 2) 1947年から1949年生まれの世代、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者と

なることで、社会保障費の増大、労働人口の減少、地域社会の担い手不足など、社会構

造の大きな変革が予測されるとした2025年問題は、本町において医療費や介護給付費な

ど、どのような影響があったのか。  

 ( 3) 80代の親が50代の子どもと同居、 親子とも社会的に孤立し、 生活困窮やひきこも

り、精神疾患など複合的な問題を抱えるケース、いわゆる８ ０ ５ ０問題。本町では相当

するような事例はありますか。  

 ( 4)運動器の機能向上を目的として実施している介護予防教室のはつらつ教室の実施

状況と課題は何か。  

 ( 5)住民同士の支え合いによる高齢者助け合いサービス、 ミ ーナ助けあい隊の実施状

況と課題は何か。  

 ( 6)見守りを必要とする高齢者への配食サービス事業の現在の利用者数や登録事業者



－８ ５－

数など、実施状況と課題は何か。  

 ( 7)紙おむつ給付事業について、実施状況と課題は何か。  

 ( 8)現在、 認知症カフェは何か所で実施されているのか。また、 その内容と町の関わ

り方はどうか。  

 ( 9)認知症についての理解とその支援の仕方について、 あらゆる世代の住民に学んで

いただけるような認知症サポーター養成講座が毎年実施されているが、参加者の状況や

課題は何か。  

 ( 10)高齢者が地域において人と人とのつながりができる身近な居場所として、地域サ

ロンが各地域で実施されています。場所、利用者数、内容などその状況と課題は何か。  

 ( 11)自主グループが少ない地域については、地域サロン開設に向けて支援を行うとあ

るが、支援はどのような内容か。  

 ( 12)高齢者がいつまでも生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して生活を送ること

ができるよう、次期計画策定に向けてこの計画にかける町長の意気込みをお聞かせく だ

さい。  

 以上で壇上での質問を終わります。  

 町当局の明確なる答弁をお願いしたいと思います。  

 再質問がある場合は、自席にて行いますのでよろしく お願いをいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 御質問１－１から１－３ 、 １－６から１－９及び１－11、 12につきましては私教育部

長から、 １－４ 、 １－５ 、 １の10につきましては総務部長から答弁させていただきます。  

 それでは、御質問１－１につきまして答弁させていただきます。  

 篠島中学校の、南知多中学校へ統合することに当たっての経過としましては、主に中

学校以下のお子さんをお持ちの保護者を対象に、令和５年度の南知多中学校開校後、南

知多中学校の生徒が実際どのように通学し、学校生活を送っているか、また統合に当た

っての懸念をどのように解消したかなど、意見の交換を進めてまいりました。意見交換

会は、令和５年度に１回、令和６年度に３回、今年度、令和７年度に住民説明会も含め

６回行いました。令和５年度の意見交換会では、統合直後の南知多中学校の様子ととも

に、日間賀島の生徒の通学方法、悪天候時の対応など近況を説明いたしました。令和６
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年度の意見交換会では、地震時など非常時の対応のほか、統合後７か月がたった南知多

中学校において、保護者、生徒を対象に行ったアンケート 結果を報告させていただきま

した。本年度、令和７年度に入ってからは、統合後２年が経過し、実際に南知多中学校

の様子を保護者や生徒の皆さんが見聞きした中で、現在統合についてどのようにお考え

であるかアンケート 調査を実施いたしました。アンケート の結果、統合を望む声が多く 、

また統合の時期についても、なるべく 早い段階での統合を望む声が多かったため、令和

９年度での統合となりました。  

 統合が令和９年度に決まった背景、理由といたしましては、篠島中学校の生徒数減少

など将来的な展望と、先ほど申し上げましたとおり、統合後の南知多中学校の様子を実

際に見聞きした中で、南知多中学校の学校生活の状況や通学の参考となる日間賀島の生

徒の状況も分かり、 通学に対する不安感など、少しずつ解消されたことによるものと考

えております。以上です。  

（ 10番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 答弁いただきました。  

 統合が早く なった理由として、統合に向けて意見交換会を令和５年度に１回、令和６

年度に３回、今年度に住民説明会を含め６回行った、また保護者のアンケート の結果、

早い時期の統合を望む声が多かった。そして、通学の参考となる日間賀島の生徒の状況

も分かり、通学に対する不安感が解消されたと結論づけております。  

 しかしながら、デメリット についても話し合われたのでしょうか。  

 例えば、不登校についてです。  

 私は昨年の９月定例議会において、小・ 中学校の不登校児童・ 生徒数について一般質

問をしました。そのときの当局の答弁の際、中学校についての部分で、 2020年度の統合

前の４中学校では13人、 2023年度の統合後の南知多中学校では30人、 2024年度では41人

でした。年々増加の傾向が見られ、今は解消できているのでしょうか。保護者にとって、

自分の子どもが不登校になる確率が高いことに納得しているのでしょうか。 とても心配

です。  

 ちなみに、 2025年度の南知多中学校の不登校児童・ 生徒数は、現在まだ少し残ってお
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りますが、何人ですか。教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

教育課長。  

○教育課長（ 富田和彦君）

 ただいまの榎戸議員からの御質問につきまして、答弁させていただきます。  

 南知多中学校の不登校児童・ 生徒数は、 12月、 ２学期末現在でございますが、 27人で

あります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－２につきまして答弁させていただきます。  

 まず、通学方法に関しましては、船とスクールバスでの通学となります。  

 船につきましては、現在日間賀島の生徒は登下校時に一般乗船客との混雑を避けるた

め、また生徒の安全確保や通学時間の短縮のため、主にチャーター船を利用しておりま

す。令和９年度からは篠島の生徒も乗船することになりますので、現在、乗船方法や乗

船時間帯等の協議を名鉄海上観光船と行っているところでございます。  

 スクールバスにつきましては、現在、日間賀島の生徒用に60人乗りの大型バス１台を

運行しておりますが、篠島の生徒を含めますと１台では乗車することができませんので、

１台追加いたしまして、 ２台運行する予定としております。  

 次に、荒天時などによる対策といたしましては、船が欠航となった場合には、 タブレ

ット によるオンラインでの授業参加や、帰宅できない場合の宿泊先の確保を行うなど、

対策を講じております。  

 また、離島生徒に限った話ではございませんが、通学時における地震等災害時の対応

についても、実際に指定された避難場所への避難訓練を行うなど、生徒の安全確保に努

めております。  

 今後も保護者などの御意見を伺いながら、 より安全・ 安心な通学方法が確立できるよ

う検討を重ねてまいりたいと考えております。以上です。  

（ 10番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 離島からの通学ということで、船とバスの通学の安全対策についてお聞かせいただき

ました。いろいろと研究や配慮をされていて感心しております。  

 その中で、 ３点ほどお尋ねしたいと思います。  

 まず１点目には、南知多中学校開校以来、日間賀島からの通学において、チャーター

船などのト ラブルはなかったか。  

 そして２点目に、悪天候によるタブレット オンライン授業参加や、宿泊先を利用した

ことはあるのか。  

 ３点目に、通学バスは新たに購入されるのか。  

 以上、 ３点お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育課長。  

○教育課長（ 富田和彦君）

 ただいまの榎戸議員からの御質問につきまして、答弁させていただきます。  

 １つ目の御質問につきましては、チャーター船でのト ラブルはこれまでに聞いており

ません。  

 ２つ目の御質問につきましては、荒天時によるタブレット オンライン授業の参加につ

きましては、令和６年度に濃霧、霧で欠航になったときに一度実施しております。宿泊

先につきましては、利用したことはありません。  

 ３つ目の御質問につきまして、現在日間賀島の生徒が利用している通学バスは大型バ

スであるため、委託事業で運行しておりますので、購入ではなく 委託事業の中のバスの

台数を１台追加することになります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－３につきまして答弁させていただきます。  
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 現在、令和９年度の統合に向けて、本年１月から南知多中学校再編委員会を立ち上げ、

協議を始めたところでございます。再編委員会は、令和５年度の４中学校統合に向けた

組織体制を踏襲し、 篠島中学校・ 南知多中学校の両校長、南知多町校長会長、教育委員

会で組織し、必要に応じ篠島小学校の校長を加えた体制としております。また、 その下

に実務の検討を行う教頭部会、教務部会、法務部会、事務部会の４部会を設置しており

ます。まだ検討段階ではありますが、令和９年度の統合がスムーズにいく よう、令和８

年度から両中学校生徒の交流や学校運営の円滑化を図ることを目的に、文化祭や体育祭

での交流や部活動を合同で行うなどの検討をしております。また、定期テスト の統一な

ども検討しております。  

 統合に伴う８年度予算につきましては、篠島中学校閉校記念式典開催委託料10万円、

篠島中学校閉校記念誌作成補助金50万円、篠島中学校備品運搬委託料17万9, 000円など、

合計98万4, 000円を計上しております。以上でございます。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 では、御質問１－４について答弁をさせていただきます。  

 日間賀島における公共施設の再配置を推進するため、本年度は施設配置計画の策定に

取り組んでおります。具体的には、旧中学校と小学校の敷地を有効活用し、まずは日間

賀保育所の早期整備を最優先で進めます。 あわせて、将来の小学校や行政サービス、公

民館機能を集約した複合施設について、効率的かつ効果的な配置案を検討しております。

現時点では、日間賀島において開催したワークショ ップでいただいた御意見を参考に、

複数の配置計画案の作成と建設に係る法規制の確認を進めております。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問１－５について、答弁をさせていただきます。  
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 公共施設再配置計画において、篠島中学校が南知多中学校に統合された場合、篠島小

学校は篠島中学校に移転を検討するとしております。よって、現時点では小学校の新設

は考えておりません。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－６につきまして答弁させていただきます。  

 愛知県の複式学級の基準については、議員御指摘のとおりの人数が基本となりますが、

継続的に基準以下の人数にならなければ複式学級にならないなど、国の基準に比べ緩和

されております。その基準に照らし合わせますと、まだ先のことで確実に複式学級にな

るとは言えませんが、現在の人口推計から判断いたしますと、日間賀小学校が令和12年

度に３ ・ ４年生で複式学級となる可能性があると思われます。以上です。  

（ 10番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 日間賀小学校は、令和12年度に３ ・ ４年生が複式学級になる可能性があるということ

ですが、半島側のみさき小学校、豊浜小学校、内海小学校の３校はそれぞれいつ頃にな

る可能性がありますか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育課長。  

○教育課長（ 富田和彦君）

 ただいまの榎戸議員からの御質問につきまして、答弁させていただきます。  

 現在の人口推計から児童数の推計ができるのは、令和13年度まででありますが、それ

までに３校が複式学級になることは現状ではありません。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）
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 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－７につきまして答弁させていただきます。  

 現在、半島側３小学校区において、小学校のあり方（ 統合） について、小学校以下の

保護者との意見交換会などを実施しております。  

 また、今後の児童数の推移や現在の学校施設の老朽化の問題、町の財政状況、南知多

中学校新校舎建設計画などをお示しした中で、保護者の皆さんが統合に対してどのよう

にお考えであるかを伺うアンケート 調査を実施させていただきました。アンケート結果

からは、 ３小学校区とも将来的な統合を望む声や児童数の推移などから、いつかは統合

もやむを得ないという回答が多く ありました。  

 このような状況を鑑みまして、教育委員会では、小学校のあり方（ 統合） アンケート

結果を踏まえた今後の方針（ 案） を作成し、保護者の皆さんに周知いたしました。方針

案といたしましては、 １ ．将来、小学校の統合が必要となる場合に備えるため、中学校

新校舎建設に合わせて、同じ敷地内に小学校の普通教室を建設し、特別教室等は小・ 中

学校で兼用できる校舎を計画する。 ２ ．津波発災時に浸水のおそれがある豊浜小学校は、

令和15年度の新校舎完成時に移設し、児童の安全を確保するというものです。  

 この方針案は、保護者や地域の皆さんと小学校のあり方（ 統合） について議論をする

ために定めたものであり、今後この方針案を基に協議を重ねていきます。  

 小中一貫校についての議論につきましては、現在小中一貫校の形態が本町にとって適

切であるか研究しているところでございますので、具体的な議論はまだ行っておりませ

ん。以上です。  

（ 10番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 小中一貫校についての具体的な議論は行っていないと答弁されました。  

 しかしながら、答弁の全体において、今後の学校建設及び統廃合に関する重要な案件

の教育委員会の小学校のあり方（ 統合） アンケート結果と、小学校の現状を踏まえた今

後の方針案を既に保護者に周知したこと、 また今後、 この方針案を基に保護者や地域や

小学校と議論を重ねていく と決定をされました。  
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 方針案の内容は、 １ ．中学校新校舎建設に合わせて、小学校の普通教室を建設し、特

別教室等は小・ 中学校で兼用する。 ２ ．豊浜小学校は令和15年度の新校舎完成時に移設

するという内容です。内容を精査しますと、一応案がついておりますけれども、町の考

え方としては、令和15年度までに半島側の３つの小学校の統廃合を実施する予定なので

すか。お答えく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 ただいまの榎戸議員からの質問に対して、答弁させていただきます。  

 昨年行いました小学校の在り方についてのアンケート 結果では、 77. 2％の保護者の方

が児童数などを考えると、いつかは統合したほうがよいのではないかという回答をされ

ております。 このアンケート結果に基づきまして方針案を作成しておりますが、 この方

針案の今後の予定に、半島側の小学校再編について、今後も保護者の皆さんと共に、地

域の皆さんとの意見交換会を実施し、協議を続けていきますとしておりますので、現状

では、令和15年度までに小学校の統廃合を実施するかどうかは決まっておりません。以

上でございます。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－８につきまして答弁させていただきます。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 すいません、時間ないので、 ９番を。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 １－８は飛ばしてよろしいですか。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 はい。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 よろしいですか。  
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○議長（ 鈴木浩二君）

 そのまま１－９の答弁をお願いします。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－９につきまして答弁させていただきます。  

南知多町立小中学校適正規模・ 適正配置基本計画の適正化に向けた具体的な取組、学

校の統合の第２段階として、篠島小学校及び日間賀小学校については、離島という地理

的要因により、小学生における通学の安全性を考慮して、今後も引き続き存置していく

とありますように、 離島の２つの小学校につきましては、 現時点では小学校のあり方

（ 統合） についての検討、協議はしておりません。ただし、複式学級など教育環境面の

問題や保護者の意向など、総合的な見地から必要と判断した場合は検討を進めることを

否定するものではございません。以上でございます。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 それでは、御質問の１－10につきまして答弁をさせていただきます。  

 廃止された施設は、維持管理コストの観点から町保有を継続することは考えておりま

せん。  

 ただし、当該施設を町が保有する期間については、避難所として利用してまいります。

しかしながら、避難所である施設が売却となる場合につきましては、当該施設と買受人

と避難所利用について必要な協議を行う方針でございます。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－11につきまして答弁させていただきます。  

 中学校が統合し、 小学校が統合となると、地域に学校がなく なり、地域が寂れること

を危惧する意見は以前よりいただいております。反面、今回のアンケート にもありまし
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たが、すぐにでも再編統合を望む声も多く ありました。保護者一人一人の考え方はそれ

ぞれ違い、全ての皆さんが納得のいく 方法はございません。 しかし、今置かれた状況に

対し、今後小学校をどうしていく べきか、保護者や地域の皆さんと共に真剣に考え、検

討していく べきであると考えます。議論もせず、先延ばしする時間はございません。議

論をした中で方向性を見いだし、結論に達した場合は、そのメリット を生かし、デメリ

ット を克服するような政策に心がけるべきと考えております。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問１－12につきまして答弁させていただきます。  

 南知多町の目指す学校教育と育てたい児童・ 生徒像は、郷土に誇りを持ち、心豊かに

自ら学び、心身ともに健康でたく ましい児童・ 生徒であります。そして、子どもたちが

安心して学習できる環境の中で、学校、家庭、地域が連携して確かな学力、豊かな心、

健やかな体を基盤とした生きる力を学び、郷土に誇りを持てる児童・ 生徒を育てる。 さ

らに、成長とともに多く の人との出会いの中で視野を広げ、心身を鍛え、豊かな心と人

間性を培い、社会の形成者としての資質を備えた人を育てることであります。  

 小学校を統合するかしないかは今後の話となりますので、具体的な魅力ある学校づく

りはこれからの課題であると考えますが、例えば南知多中学校においては、総合的な学

習の中で３年間を通して南知多探究学習を行っております。探究学習では、実在の企業

や社会課題をテーマに、チームで探究・ 提案を行う体験型学習プログラムを用い、正解

のない課題に挑戦し、企業のインターンシップ体験や独自のプロジェクト を通して、生

きる力と主体的・ 創造的な思考力を養っています。  

 ちなみに、南知多中学校の体験型学習プログラムを用いた探究学習の取組には、愛知

県内の他市町からも視察に来ていただいております。  

 なお、小学校を統合する場合には、保護者などとの意見交換会を行っていく 中で、南

知多町の目指す学校教育と育てたい児童・ 生徒像を体現できる学校づく りを皆さんと一

緒に考えてまいります。以上です。  

（ 10番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 今回、小・ 中学校の統廃合について質問しました。  

 まず、中学校の統廃合については、篠島中学校の統合が殊のほか早く 決定しました。

保護者が統合を望んでいるという、保護者のアンケート 結果を重視したようです。今日

も質問しましたが、不登校対策や通学手段などのデメリット や安全性を十分に議論され、

納得されたのか心配です。  

 また、再配置計画を進める上で、少しでも早く 篠島中学校を廃校にし、経費節減を実

現したかったのではないでしょうか。 しかし、決定したのなら、統合がスムーズにいく

ように、文化祭や体育祭などの生徒の交流や合同の部活動などを推し進め、学校運営の

円滑化を図っていただきたいと思います。  

 現在、南知多中学校は県内の他市町からも視察に来るような特徴のある体験型学習プ

ログラムを用いた探究学習の取組を行っているそうですが、統合を機に、より一層魅力

ある学校づく りをしていただきたいと思います。  

 教育は百年の計といいます。現在建設計画中の南知多中学校が、生徒や町民にこれか

らずっと、百年先も愛される学校になることを期待しております。  

 そして、小学校の統廃合ですが、いろいろ質問させていただきました。日間賀島では、

将来の小学校や行政サービス、公民館機能を集約した複合施設を検討中、篠島では、篠

島小学校は篠島中学校に移転を検討中と答弁があり、 １－９番では、離島の２つの小学

校については、現時点では小学校の在り方について、統合について検討、協議はしてお

りませんとお聞きしました。  

 統廃合の目安となる複式学級の時期も、半島側ではまだ先のこと、小中一貫校につい

ての具体的な議論もまだ行われておりません。災害の際には、各地区の小学校の体育館

は避難所として重要で必ず必要なもの。小学校が統合となると、地域に小学校がなく な

り、地域が寂れることを危惧する意見は以前から聞いているとお答えがありました。  

 それぞれの質問をよく 考え、 集約しますと、 半島側の小学校の統廃合はもう少し熟

慮・ 研究し、時間が経過してからでもいいのではないでしょうか。 また、地域の人々に

納得をしてもらってからでもいいのではないでしょうか。  

 最後の答弁の中で、小学校を統合する場合には、保護者などとの意見交換を行ってい
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く 中で、南知多町の目指す学校教育と育てたい児童・ 生徒像を体現できる学校づく りを

皆さんと一緒に考えてまいりますと言われました。そのとおりだと思います。 もっとも

っと時間をかけていただきたい。よろしく お願いいたします。  

次、 ２のほうに行ってく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

御質問２－１につきまして、答弁させていただきます。  

 それでは、過去５年の年度末現在の高齢者人口及び高齢化率を申し上げます。  

令和２年度末6, 565人、 38. 6％、 令和３年度末6, 533人、 39. 7％、 令和４年度末6, 454

人、 40. 0％、令和５年度末6, 452人、 40. 9％、 令和６年度末6, 403人、 41. 4％であります。

過去５年の傾向としては、一貫して高齢者人口は減少、高齢化率は増加している状況で

あります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

御質問２－２につきまして、答弁させていただきます。  

 本町の2025年度における75歳以上の方の医療費は約36億円、介護給付費は約17億円で

あり、前年度、前々年度と比較してもほぼ横ばいの状況でありますので、大きな影響は

なかったと考えております。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－３につきまして、答弁させていただきます。  

 現在、本町で相当するような事例は10件把握しております。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  
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 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－４につきまして、答弁させていただきます。  

今年度のはつらつ教室の実施状況は、年間３期に分け、各期12回開催、場所はあい寿

の丘で行っております。参加者は平均で約10人であります。課題としては、特に男性の

方に見られる傾向ではありますが、初めて参加することに心理的な障壁、例えば知らな

い場所に行く 不安や知り合いがいないことによる緊張感などが払拭できず、参加につな

がらないケースが生じていることであります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－５につきまして、答弁させていただきます。  

 ミ ーナ助けあい隊の実施状況は、今年度の１月までの実績として、支援を受ける側の

実利用者は延べ43人であります。支援の主な内容としては、買物15件、話し相手14件、

掃除12件などとなっております。課題としては、支援をする側のサポーター登録者が内

海地区に集中しており、サービス提供可能地区が内海地区に偏っていることや、提供可

能日、可能日時などマッチング条件が調整できないことにより、支援を受けたいときに

受けられないケースが生じてしまっていることであります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－６につきまして、答弁させていただきます。  

 配食サービス事業は、 65歳以上の独り暮らし高齢者等の方を対象とした事業でありま

す。現在実利用者は33人であり、登録事業者は４事業者で実施しております。課題とし
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ては、現在両島エリアを担っていただける事業者がないことであります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－７につきまして、答弁させていただきます。  

 紙おむつ給付事業は、在宅生活で重度の要介護認定者及び障害者を対象とした事業で、

助成額は１人当たり年間１万2, 000円であります。利用者は毎年約120人であり、 近年で

はほぼ横ばいの状況となっております。課題としては、 この事業でおむつを購入できる

取扱店が現在、内海地区１軒、豊浜地区２軒、篠島地区１軒、日間賀島地区１軒であり、

師崎地区に取扱店舗がないことであります。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－８につきまして、答弁させていただきます。  

 現在豊浜地区で１か所、グループホームヒラソルとよはまが運営するカフェヒラソル

が、毎月１回開催されています。当該カフェは、認知症の方とその家族がお茶やコーヒ

ーを飲みながら気軽に相談できる場、悩みを共有できる場、家族の希望が社会に発信で

きる場を提供しております。参加者は毎回20人程度と聞いております。町の関わり方と

しては、必要により情報交換を行っております。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－９につきまして、答弁させていただきます。  

 認知症サポーター養成講座につきましては、小・ 中学校を対象とした講座と、一般町
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民を対象とした講座を実施しております。  

 町内の小・ 中学校においては、毎年少なく とも１校以上で実施しており、対象学年は

小学校高学年及び中学校全学年であります。  

 また、今年度一般町民を対象とした講座は９月に実施しており、 20名の方に参加をい

ただきました。課題としては、参加者が固定化されている状況があり、あらゆる世代の

町民に講座が浸透していないことであります。  

 なお、今年度は町民に広く 認知症に対する理解、その支援の仕方を深めていただく こ

とを目的に、 ３月12日、南知多町総合体育館サブアリーナにおいて講演会「 わたしの暮

らしが続く まち、南知多」 を開催いたします。認知症になっても希望を持って地域で暮

らし続けることができることを、認知症当事者の方が直接伝えてく れる貴重な講演会と

なっております。ぜひこの機会に、町民の皆様には御参加いただけると幸いでございま

す。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  

 すみません。  

 10番と11番、続けてお願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 それでは、御質問２－10につきまして答弁させていただきます。  

 地域サロンは、地域住民同士が近く で気軽に集い、交流や仲間づく りを行う場であり

ます。現在、町内において18か所で実施されております。利用者数は会場ごとで異なり

ますが、 １回当たり５人から40人程度で、内容はコーヒーやお茶を飲みながらおしゃべ

りをしたり、健康体操やカラオケなどを楽しんでおります。課題としては、主に運営ス

タッフの高齢化、参加者の固定化及び運営費用の確保などが上げられております。  

 続きまして、 ２－11につきまして答弁させていただきます。  

 自主グループが少ない地域の地域サロン開設に向けた支援については、 まず地域の

様々な団体等への開設依頼を行います。協力していただける団体等が決定した後には、

会場選定や企画立案等のサポート を行い、 また立ち上げ後には継続的な運営状況の把握

に努めるなど、伴走支援を行っております。以上です。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）  
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 12番、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 町長。  

○町長（ 石黒和彦君）

 御質問２－12につきまして、答弁させていただきます。  

榎戸議員からいただきましたこれまでの御質問を通じまして、本町の高齢者福祉にお

ける現状と、現場が抱える具体的な課題につきまして、多角的な視点からの御示唆を頂

戴いたしました。現在、本町においては、 いわゆる８ ０ ５ ０問題といった複合的な課題

を抱える世帯が一定数ございます。  

 また、介護予防事業やミーナ助けあい隊など支え合い活動においても、参加者の心理

的障壁や担い手の地域偏在といった解決すべき課題があることを承知しています。  

 先日、南知多中学校におきまして、町の発展を目的とした企画を地域の方々に発表す

るクリエーティ ブミ ーティ ングが開催されました。その中で、 ３つのグループが、高齢

者の交流の場や働く 場の提供をテーマに発表された報告を受けています。いずれのグル

ープも高齢者の皆様を大切に思い、知恵を絞って企画した非常に気持ちのこもった内容

でありました。行政を任された身として、 次代を担う中学生がこれほどまでに熱心にま

ちの未来や高齢者の福祉を考えてく れていることを大変うれしく 、 心強く 感じている次

第でございます。  

 こうした若い世代の熱意に応えるためにも、次期計画の策定に当たっては、以下の３

点を軸に、私の強い決意を持って取り組んでまいります。  

 １つ目は、つながりの再構築と居場所づく りであります。  

 現在、町内18か所で展開されている地域サロン等の活動に対し、 スタッフの高齢化や

運営費確保といった課題を克服できるよう 、生活支援コーディネーターを通じて立ち上

げの支援や人材育成をさらに強化してまいります。  

 ２点目、重層的な支援体制の継続であります。  

 ８ ０ ５ ０問題や認知症ケアなど、複雑化するニーズに対しまして、行政、関係機関、

そして地域の住民の皆様が一体となって、 誰一人孤立させない包括的な見守り、支援体

制を継続してまいります。  

 ３点目は、 「 ワクワク」 を育む社会参加機会の創出であります。  

 中学生のアイデアにもあったような、高齢者が役割を持ち、輝ける場の創出に努めて
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まいります。高齢者誰でも参加しやすい環境整備や、空白地域におけるサービスの確保

など、地域ごとの特性に応じた施策を展開してまいります。  

 また、来年度当初予算案におきまして、 新規事業として高齢者海っ子バス運賃補助事

業や、難聴高齢者の補聴器購入費扶助を計上しています。高齢者の皆様が主役となり、

その経験や活力を地域に還元できる生涯現役、わく わく できるまち、 そのまちづく りを、

この次期計画を通じて力強く 推進していく ことをお約束し、答弁とさせていただきます。  

（ 10番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 榎戸議員。  

○１ ０番（ 榎戸陵友君）

 さて、私たちが住む南知多町の高齢者は、実に40％を超えるほどになりました。今後

も増加傾向にあります。大正、昭和、平成、令和と移り変わる激動の中を歩んでこられ、

今日我が町がこのように繁栄しているのも、かつてない困難な時代を力強く 生き抜いて

こられた高齢者の努力のたまものであります。 この方たちがますますお元気で幸せな

日々を過ごしていただけますよう、高齢者福祉の充実に一層努めていかなければなりま

せん。  

 答弁の中で、南知多中学校が高齢者の交流の場や働く 場の提供というテーマの発表を

し、 とても感心しました。  

 そして、次期計画の策定に当たって３点の、強い決意を伺いました。  

 まず１点の、つながりの再構築と居場所づく りでは、地域サロンの立ち上げ支援や人

材育成を強化すると言われました。今、私の住む大井のまちでは、赤ちゃんや幼児、高

齢者の居場所的な地域サロンを運営しようと考えている方がいらっしゃいます。 どうか、

こういった方の立ち上げ支援にも、ぜひお手伝いをお願いしたいと思います。  

 ２点目は、重層的な支援体制の継続、そして３点目が、 「 ワクワク」 を育む社会参加

機会の創出です。昨年、片名地区のフレア太極拳をたしなむ高齢の女性から、私たちの

ような高齢者がわく わく できるような施策が町にはあまりないから、何かしてく ださい

よというような御意見をいただきました。  

 そこで今回、 この一般質問で町の高齢者福祉計画の施策を検証し、考えていく ことに

したのも一つの点でございます。まさに今の町長の答弁、一つのヒント になるのかなと

思います。  
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 町長は高齢者が主役となり、 その経験や活力を地域に還元できる、生涯現役でわく わ

く できるまちづく りを力強く 推進していく ことを約束してく れました。私も議員として

努力をしていきたいと思います。南知多町を高齢者の生きがい、わく わく を体験できる

平和で豊かで幸せな町にしていきましょう 。 以上で私の一般質問を終わります。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 以上で榎戸陵友議員の一般質問を終了いたします。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は10時35分といたします。  

 なお、休憩中は議場の窓を開け換気を行いますので、御協力をお願いいたします。  

 〔  休憩 １ ０時２ ７分 〕  

 〔  再開 １ ０時３ ５分 〕  

○議長（ 鈴木浩二君）

 それでは、休憩を解きまして、本会議を再開いたします。  

 次に、 ５番、内田保議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。  

 壇上では通告書の朗読をし、再質問は自席でさせていただきます。  

 質問事項１ ．適法かつ公正な運営と町民に信頼される町政のために南知多町職員等の

公益通報に関する規程の見直しについて町運営のチェック体制とその在り方について質

問していきます。  

 全国的に公益通報制度の見直しが進んでおります。半田市では、職員の公益通報で時

間外において職員の働き方が無償労働になっている、 このことが明らかになり新聞等で

も是正され、報道されました。  

 適法かつ公正な運営と町民に信頼される南知多町行政にするためにも、半田市や美浜

町の要綱と比較をし、現南知多町職員等の公益通報に関する規程の修正課題について考

えます。  

 １点目、現行の南知多町職員等の公益通報に関する規程を利用し、 この５年間でどれ

だけの通報があり、 どんな対応をされたのか。  

 ２点目、町の現公益通報規程では、半田市、美浜町などと比べると通報の受理・ 不受

理の判断を公益通報委員会で判断する規定が曖昧です。通報後の公益通報の受理・ 不受

理の判断は公益通報委員会で判断すべきであります。通報窓口である総務課長は、案件



－１ ０ ３－

を必ず公益通報委員会に伝え、その判断を町長に報告する明確な規定に修正すべきでは

ないでしょうか。  

 ３点目、職員がより通報しやすい環境をつく ることが必要であります。  

 町の通報規程では、原則実名で面談、そしてメールや文書で実施するとしていますが、

通報受付の規定が非常に厳しいです。受付は、半田市の要綱のように、総務課長が文書、

通報専用メールで、弁護士相談員が文書、電話、 ファクス等で受け付け、通報しやすい

条件にする、そういう規程に変えるべきではないでしょうか。  

 ４点目です。町長や幹部職員が関与する法令違反が内部通報を受けたとき、公益通報

委員会での通報の受理・ 不受理や調査の独立性を確保し、対応を明確にする規定を入れ

るべきではないかと考えます。 これ、どうでしょうか。  

 ５点目、職員が公益通報をしやすく するために、その手続などを職員に説明するパン

フレット 、 公益通報専用メールなどを南知多町役場内に準備し、職員に具体的に周知さ

れて、また説明されているのでしょうか。  

 質問事項２ ．町民の声に応え、住みやすい南知多町に。  

 日本共産党は町民との対話活動を実施し、直接町民の声を聞いています。その中から

寄せられた声について質問いたします。  

 １点目。透析を週３回やっている。島の透析の人は月12回行く 。 島の船賃は補助金は

20枚である。 もっと増やしてほしい。 この声にどう答えられますか。  

 ２点目。以前、特定健診、後期高齢者検診は各大字でやっていただいたが、 コロナ以

降は両島以外は総合体育館になったので行かなく なった。高齢化に逆行する。 この声を

踏まえ、身近な場所での集団健診の再開をどう考えますか。  

 ３点目。知多厚生病院の巡回バスが昨年３月で廃止となり、病院に行く のも大変不便

になったとの声があります。知多厚生病院へ通う住民の利便性の向上のため、町は海っ

子バスの見直しを考えていますでしょうか。  

 ４点目。空き家から発火する事例が全国でも増えております。空き家管理について町

はどのような対応をしているのかとの声があります。国土交通省では空き家管理チェッ

クリスト も作成されており、所有者に対して啓発を行っていますが、町としては空き家

の所有者に対してどのような指導を行っているのでしょうか。  

 質問事項３ ．保護者、子ども、地域が安心できる教育条件整備を。  

 中学校の令和15年度新校舎建設に併せて小学校の在り方の方針（ 案） が示されました。
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該当する０歳以上の子の保護者の意見を聞いた資料も示されました。先ほど課長さんも

答弁されたとおりであります。文科省は、学校統合は保護者、児童・ 生徒、教職員、地

域住民等の関係者の合意で検討することを求めております。  

 今後、小学校の教育条件の整備について質問していきます。  

 １点目、令和８年１月27日の定例教育委員会で、小学校の在り方アンケート 報告で子

どもを持つ保護者のみのアンケート 報告がありました。保護者の統合ありきの意見だけ

に重きを置いて、地域住民説明会は後回しになっていないでしょうか。令和８年度の小

学校機能を複合した校舎建設の基本構想、基本計画の発注は、まず各地区の住民説明会

を優先し、小学校の今後の在り方を地域住民から聞いてから進めるべきではないでしょ

うか。  

 ２点目、南知多町の方針は１中５小です。 ５小学校を長寿命化し、 できるだけ地域の

小学校を残すとしたら、およその経費はどれだけ必要であると考えていますか。  

 ３点目、様々な工事費は別にして、令和６年度の小学校５校の１年間の運営費は、各

小学校それぞれ幾らかかっているでしょうか。  

 ４点目、教育委員会がこれまで説明してきたクラス替えができる統合とするならば、

最低２学級が必要であります。そのような計画になっているのでしょうか。  

 ５点目、方針（ 案） では、中学校新校舎建設に併せて、同じ敷地内に小学校の普通教

室を建設し、特別教室とは共同利用だそうです。特別教室の様々な机、椅子の高さ、校

舎の階段の高さなど、共有は難しいのではないでしょうか。また、 プールの建設、そし

て職員室は１つなのでしょうか。  

 それぞれお答えいただきますよう、 よろしく お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 それでは、御質問１－１について答弁をさせていただきます。  

 この５年間において、当該規程に基づく 通報はゼロ件であり、 それに伴う対応もござ

いませんでした。以上でございます。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  
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○５番（ 内田 保君）  

実際に半田市の事例も含めて全く なかったというような形でしょうか。それとも、 も

う既にそれは解決されているということでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務課長。  

○総務課長（ 鈴木和芳君）

 ただいまの御質問につきまして答弁させていただきます。  

 繰り返しになりますが、当該規程に基づく 通報はゼロ件でありました。  

 朝礼につきましては、本町においても職員が就業時間前に全員集まった段階で実施を

している課が多く ありました。  

 しかし、 この問題を契機としまして、朝礼を実施する場合は、開始時刻を８時30分以

降に統一して勤務時間の適正化に努めております。なお、終礼についても同様に、実施

する場合は勤務時間内に終わるよう統一を図っております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問１－２について答弁をさせていただきます。  

 実際に通報があった場合には、まず公益通報委員である顧問弁護士から助言を受けな

がら、受理または不受理の判断を行うことを想定しております。  

 議員から御指摘いただいたように、本町の規程には分かりづらい点があると考えてお

りますので、今後はより明確な記載を検討してまいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 分かりづらい点をより明確な記載に検討するとの、そういう前向きの答えでありまし

た。  

 今後の検討課題として、次の内容について質問と確認をいたします。  

 南知多町の現在の規程では、受けた通報受理・ 不受理の判断は、町内部における公益
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通報の流れ図というのがあります。その流れ図から見ても、極端に言えば総務課長や弁

護士相談員だけの個別判断でもできてしまうという曖昧な規程となっております。南知

多町の規程にある通報委員会には、第11条で調査と報告に関する事務を所掌するとだけ

で、受理・ 不受理の判断の権限が明確にされておりません。  

 しかし、半田市の要綱では、第４条によって総務課長は、前条の規定する公益通報を

受けたときは、速やかに公益通報委員会に報告しなければならないとし、第６条では、

委員会は通報の報告を受けたときは、直ちにその概要及び当該通報に係る受理または不

受理の判断を行い、市長に報告しなければならないとしております。  

 南知多町も受理・ 不受理の判断は、半田市のように必ず公益通報委員会の組織として

の集団的討議を経て判断し、その後町長へ報告することを明らかにする規程に改めると

いう内容でよろしいでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務課長。  

○総務課長（ 鈴木和芳君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁させていただきます。  

 御指摘いただいた点についてですが、本町の規程は個別の判断のみで対応が可能であ

ると解釈できるため、議員から提案された半田市の規程や他市町の規程を参考にしなが

ら、今後は委員会組織として受理・ 不受理の判断を行い、その後町長に報告するような

形に変更を進めていきたいと考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 本当に通報しやすい条件、そしてそれぞれの判断が明確にされる、兵庫県の知事のよ

うな事例もありますので、そういうことができないような形でぜひとも進めていただき

たいと思います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  
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○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問１－３について答弁をさせていただきます。  

 本町の規程では、職員は通報を文書やメールまたは面談を通じて行うことができます。

ただし、弁護士相談員への通報に関しては、文書のみでの受付となっています。通報者

は原則として実名での提出が求められますが、通報事案について客観的に証明できる資

料がある場合には、匿名での通報も認められています。  

 議員から御指摘にもあるように、職員が通報しやすい環境を整えることは非常に重要

でございます。そのため、今後は他市町の要綱や顧問弁護士への相談を踏まえ、本町の

規程について見直しを進めてまいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 これも、通報しやすい環境を整えるということについても積極的に見直しを進めると

いうことで、その見直しのために再度確認をさせていただきたいと思います。  

 半田市の要綱と比較して質問いたします。  

 南知多町の規程３条においては、通報窓口の担当者は、総務課長が総務課長内で受付

者を指名するとしているだけで、誰が窓口担当者なのか曖昧になっております。南知多

町の規程第６条で、総務課長または通報窓口宛ての公益通報相談員宛ての通報方法の説

明は若干あります。 しかし、 この関連が非常に分かりにく いような規程となっておりま

す。  

 半田市の要綱では、第３条において明確に通報は総務部総務課長と弁護士の公益通報

相談員により行うものとするとして、シンプルで分かりやすく なっております。  

 南知多町の規程においても、通報受付対応者を明確にしたシンプルで分かりやすい規

程に修正するということが課題であるということでよろしいでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務課長。  

○総務課長（ 鈴木和芳君）

 ただいまの御質問につきまして答弁させていただきます。  
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現在の町の規程では、通報窓口である総務課もしく は公益通報相談員である顧問弁護

士に通報する形となっております。顧問弁護士に通報した場合は、顧問弁護士より総務

課へ報告をしてもらう仕組みとなっております。  

 ただ、通報窓口をより分かりやすく することは、非常に重要であると考えております

ので、半田市の規程や他市町の規程を参考にしながら、分かりやすい規程に修正する方

向で検討を進めてまいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 これからの、行政の課題として透明性のある、そして住民に納得できるような行政に

していく 必要があると思います。  

 町の職員が上部の管理職を訴えるみたいなことは、なかなか難しい状況が確かにあり

ます。 しかし、働き方の中で、パワハラやセクハラの部分についてはしっかりとしたチ

ェックが必要かというふうに思いますので、ぜひとも前向きに検討していただきたいと、

このように思います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問１－４について答弁をさせていただきます。  

 先ほどの答弁でもお伝えしたとおり、職員から通報を受けた際には、町長が受理また

は不受理の判断を行う前に、顧問弁護士である公益通報相談員に助言を求めることを規

程に明記すべきだと考えております。その上で、町長や幹部職員の関与が疑われる事案

については、当然ながら本人に通報の事実を知らせる前に、顧問弁護士である公益通報

相談員に相談し、その指導に基づいて対応することが重要です。  

 議員が御指摘いただいた規程への明記については、弁護士と協議しながら検討をして

まいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 今、幹部職員の不正、違法行為には、公益通報委員会から関連の部長や教育長、課長

は排除すると、南知多町の規程にも書いてあります。  

 しかし、 なかなかその独立性については、 どこまで確保できるんだろうかという、そ

ういう疑問があります。  

 それで、顧問弁護士からの助言や指導も受け、同時にまた別の新たな第三者委員会を

立ち上げることがより独立性を高めた調査報告になるというふうに考えると思うんです

が、第三者委員会の考え方についてはどのようなお考えでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務課長。  

○総務課長（ 鈴木和芳君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁させていただきます。  

 公益通報に関して新たな第三者委員会を同時に設置する案は現在考えておりません。  

 既存の公益通報委員会では、委員である顧問弁護士からの助言を受ける体制が整って

おり、信頼性の高い調査を実施できると考えております。そのため、追加で第三者委員

会を設置することは、責任の所在が不明確になり、重複や混乱を招く おそれがあると予

想されます。  

 ただし、特別職に関連するパワハラやセクハラなど、町の組織内で完結しない案件に

つきましては、独立性を高めた調査や報告が求められるため、その場合には、第三者委

員会の設置を検討する必要があると考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 今、受付は顧問弁護士ということになっておりますが、そこの部分については、半田

市は２人顧問弁護士をつけて、受け付けることになっています。南知多町は１人なんで
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すけど、弁護士の数を増やして、受付場所を増やすということについてもまた検討して

いただきたいと思います。よろしく お願いします。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問１－５について答弁をさせていただきます。  

 職員への制度の説明は、町のホームページを通じて実施されています。具体的には、

職員向け及び外部向けの公益通報に関する規程や消費者庁の外部リンクを活用した制度

概要やリーフレット などを通じて周知を図っています。 また、職員が誰でも閲覧できる

ファイルには、公益通報制度に関する情報を含むコンプライアンス関連の資料が常にア

クセス可能な状態で整備されています。  

 現時点では町独自のパンフレット を作成する予定はありませんが、職員への周知が十

分であると言い難い状態です。  

 そのため、今後は機会を見つけて周知活動を進めていきたいと考えております。以上

です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 確認します。公益通報専用メール、そのメールに弁護士が答えたことによって、半田

の違法労働が明らかになったわけです。やはり専用メールをしっかりと明確に作ってお

く ということが必要ではないかと思います。  

 公益通報メールの設置をして、その使い方を具体的に町職員に周知して、新人職員に

対しても職務オリエンテーショ ンなどの折に、周知していく ことが必要だというふうに

考えますが、お答えいただけないでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務課長。  

○総務課長（ 鈴木和芳君）
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 ただいまの御質問につきまして答弁させていただきます。  

 専用メールにつきましては、顧問弁護士へのメールについては顧問弁護士のメールを

送ればできますが、役場庁舎内については専用のメールアドレスというのを設けており

ません。  

 ただ今後、先ほど答弁したように、規程を見直す際には、職員が通報しやすい環境を

整える観点から、指定したメールアドレスを職員に示すことも選択肢の一つとして検討

してまいりたいと思います。  

 また、先ほどの答弁でも申し上げたとおり、職員には、公益通報に関連した資料の提

供や町のホームページを通じて公益通報制度の内容や利用方法の周知を図っております。

以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 分かりやすい規程にぜひとも直していただきたいと思いますので、 よろしく お願いい

たします。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－１ 、 ２－２は、私厚生部長から、 ２－３ 、 ２－４につきましては総務部長

から答弁させていただきます。  

 それでは、御質問２－１につきまして答弁させていただきます。  

 人工透析を実施している方につきましては、基本的には身体障害者手帳１級に該当し、

所持しているものと認識しております。身体障害者手帳１級を所持している方の名鉄海

上観光線の船賃は、町の障害者交通費助成により回数無制限で半額助成券を交付、残り

の半額については名鉄海上観光線の障害者運賃割引が適用され、全額無料となります。  

 今後も町の障害者交通費船賃の助成につきましては、継続して実施してまいります。

以上です。  
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（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございました。  

 ぜひ積極的な施策を引き続きよろしく お願いいたします。  

 次、 お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 それでは、御質問２－２につきまして答弁させていただきます。  

特定健診、後期高齢者健診は、総合体育館等町の施設で実施する集団健診と地域の医

療機関等で実施する個別健診の２つの受診方法があります。  

集団健診につきましては、議員のおっしゃるとおり、令和元年度までは各地区の公民

館等で行っていましたが、新型コロナの流行により３密を避けるため、令和２年度より

受診時間を予約制とし、会場も保健センターに変更をいたしました。 その後、階段があ

ると足の悪い人は行けないとの町民の声に応え、令和５年度より受診しやすいように総

合体育館で行っております。また、交通手段を確保するため健診会場に海っ子バスを利

用する方には往復の乗車券を配布し、町民の負担軽減を図っております。  

 もう一つの健診方法である個別健診は、町内の医療機関のほか、美浜町の医療機関３

か所においても受診できます。日頃から通院している身近な医療機関、いわゆるかかり

つけ医療機関で自分の都合のいい日に受診できるというメリット があるため、受診者も

年々増えております。 コロナ禍の影響で令和２年度に受診率が著しく 低下しましたが、

ただいま説明しました新しい健診の受診形態も徐々に浸透し、直近のデータである令和

６年度の集団、個別を合わせた受診率は、特定健診36. 4％、後期高齢者健診24. 1％で、

コロナ前の受診率と同水準まで回復しております。  

 そのため、令和元年度まで行っていた健診の受診形態、議員のおっしゃる身近な場所

での集団健診を再開する考えはありません。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）
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 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 受診の様子は、特定健診が36. 4％、高齢者健診が24％とコロナ前ほど戻ってきたとこ

ういうふうなことで大変よかったと思います。  

 総合体育館を利用する方には、特に今海っ子バスの往復乗車券の配布ということをお

っしゃいました。  

 どのようにこの周知をしているのか教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 健康こども課長。  

○健康こども課長（ 伊藤尊人君）

 再質問につきまして答弁させていただきます。  

 特定健診、後期高齢者健診の受診対象者には、 ４月に個別通知をお送りしております。

そちらに同封してある予約申込書の中に、海っ子バスを利用して町総合体育館に来られ

る方は無料乗車券をお渡しする旨を記載し、周知しております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 できるだけたく さんの方が受診ができるように、南知多町健康一の町になりますよう

に、ぜひとも努力をよろしく お願いいたします。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問２－３につきまして答弁をさせていただきます。  

 海っ子バスは、令和５年10月に南知多美浜環状線に路線再編を行い、おおむね午前８

時から午後５時までの知多厚生病院が営業している時間帯につきましては、内海方面、

師崎方面ともに知多厚生病院を経由するルート とすることで、通院される方の利便性を

最大限考慮をしております。  
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 なお、現在は既存の環状線に加えて豊浜線の復活も検討しており、復活した際には豊

浜方面からも知多厚生病院を経由するルート を検討しております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

確認したいと思います。  

 病院に行く ことが高齢者にとっては大変であります。  

豊浜線の復活も検討していることで、大変ありがたいことです。特に豊浜地区の方々

には助かる再編であると考えております。  

 知多厚生病院への運行バスは、今後、豊浜線と右回り線と左回り線の３線によって厚

生病院の行き帰りができるというふうに考えてよろしいですか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 防災交通課長。  

○防災交通課長（ 山下哲矢君）

 それでは、内田議員の再質問につきまして答弁をさせていただきます。  

 豊浜線、右回り線、左回り線ともに厚生病院にて乗降できるよう路線を調整してまい

ります。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問２－４につきまして答弁をさせていただきます。  

 町では、住民等から管理されていない空き家の情報提供があった場合、現地確認、所

有者調査をした上で、所有者等に対し空き家の適正管理を促す文書を送付しております。  

 そのうち、特定空き家に認定された空き家については、空家等対策の推進に関する特

別措置法に基づく 指導等を実施しております。  

 なお、建物の所有者への直接的な啓発としては、固定資産税の納付通知送付時に空き

家管理に関するチラシを同封して、空き家バンクの活用や相続を促すことで、新たな特

定空き家が増えないように努めております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）

令和８年度までで南知多町の特定空き家は各内海地区、豊浜地区、師崎地区、篠島、

日間賀地区でそれぞれ何件を認定しているのでしょうか。お答えく ださい。  

 また、管理不全空家と認定された空き家もあると思います。 これは各地区それぞれ何

件を認定しているのでしょうか。  

 令和７年度は町の補助金による指導、勧告で改善の手だては具体的に本年度は何件あ

ったのでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 防災交通課長。  

○防災交通課長（ 山下哲矢君）

 それでは、内田議員の再質問につきまして答弁をさせていただきます。  

 現在本町では、管理不全空家は特定空き家に含めて対処しております。ですので、令

和８年２月末現在での特定空き家の件数を答弁させていただきます。  

 内海地区につきましては20件、豊浜地区26件、師崎地区25件、日間賀島地区３件、篠

島地区21件の合計95件でございます。  

 なお、令和７年度町補助金を利用し解体された特定空き家につきましては７件でござ

います。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）

 南知多町において、 これは壊さないと危ないとそういう空き家がありますよね。隣の

家に寄りかかってきているだとかというそんなような事例があって、特にそれを緊急時

に取壊しをするというそういう事例はないんでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 防災交通課長。  

○防災交通課長（ 山下哲矢君）

 今年度町内で発生した特定空き家の崩壊につきましては４件ございまして、 その都度、
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職員等により対応させていただきました。 以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

御質問３－１ 、 ３－２ 、 ３－５につきましては、私、総務部長から、 ３－３ 、 ３－４

につきましては、教育部長から答弁をさせていただきます。  

 それでは御質問３－１について答弁をさせていただきます。  

 議員御指摘のとおり、 まず３月17日に豊浜地区の住民説明会を開催いたします。続く

４月には、南知多町役場、篠島、そして日間賀島の３会場におきまして、住民説明会を

実施してまいります。その後、 これらの説明会でいただいた御意見を踏まえた上で、基

本構想及び基本計画の策定に係る業務委託を発注する運びとなっております。  

 小学校は地域に根差した公共施設であり、地域の方の御理解と御意見を丁寧に伺いな

がら進めていく ことが重要であると認識しております。小学校の今後の在り方など、教

育委員会とも連携しながら検討を進めてまいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）

 ありがとうございます。  

 ３月17日には豊浜地区の説明会を実施するとのことです。納得できる説明会になって

ほしいと思っております。  

 今回発表した教育委員会の案は、 ちょっときつい言葉を言いますと、津波を想定して

の強制脅し移転計画とも受け取られかねないとも思っております。  

 中学校建設条件とは別に、移転先でも現在と同じ豊浜小学校の学習環境条件が十分に

保証されることを前提として、豊浜地区住民説明会が開かれる必要があると考えますが、

いかがでしょうか。  

 あわせて、豊浜地区住民説明会の後も、豊浜地区の区長会をはじめとして住民にでき

るだけ広く 、 アンケート などで校舎移転などの意見を聞く べきと考えておりますけど、

その準備はしているでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）
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 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 御質問につきまして答弁します。  

 まず、議員のおっしゃる現在と同じ学習環境が十分に保証されること、 これが何を指

すのかちょっと分からないところがございますが、現在保護者アンケート結果を踏まえ

た方針案を示したものでございまして、 この方針案を基に保護者や豊浜地区の皆さんの

意見をお聞きしたいと考えております。  

 また、豊浜小学校の移転が決まった場合には、来年度以降、基本構想、基本計画をは

じめとする建設に当たっての行程において、保護者や地域の皆さんと協議する場が必ず

出てまいります。そのようなときには、保護者や地域の皆さんと協議を重ね、できるだ

け意見を反映した学校建設を行いたいと考えております。  

 広く 地区住民へのアンケート 調査を実施してはどうかという意見につきましては、住

民説明会を行った中で必要性について判断していきたいと考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）

 これは最後のほうの質問にも関わってきますが、南知多町の保護者の皆様へという１

月28日付のアンケート を踏まえた今後の方針（ 案） についてという文書が発令されてお

ります。  

 そこには将来小学校の統合が必要となる場合に備えるため、中学校新校舎建設に併せ

て、同じ敷地内に小学校の普通教室を建設し、特別教室などは小・ 中学校で兼用できる

校舎を計画する。津波発生時、浸水のおそれがある豊浜小学校は、令和15年度の新校舎

完成時に移設し、児童の安全を確保すると、 この２つの条件がつけられております。  

 先ほど私が言いました学習条件が、今のきちっとした形で担保されているかという、

そういうことでは特別教室を一緒にしてしまうということについては非常な懸念がある

と、そういうことを思っているということです。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

総務部長。  
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○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問３－２について答弁をさせていただきます。  

 ５つの小学校に対し、長寿命化改良事業を実施した場合の概算費用についてお答えを

させていただきます。  

 公共施設再配置計画の策定時に用いた試算単価に、昨今の物価上昇率を反映させ、再

積算いたしましたところ、総額で約58億円が必要となる見込みでございます。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）

 各学校は、既に耐震対策は実施されております。それで、今回の試算だと長寿命化は

平均で約11億6, 000万円ぐらい、割ってみますとね、の費用がかかるというふうに理解

しました。  

 長寿命化しなく ても、 まだ各施設は十分に利用できる段階にあります。  

 予防回収措置で対応したら、 もっと経費は少なく なるのではないかというふうに考え

ますが、約半分程度の予防改修費と見てよろしいでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 企画財政課長。  

○企画財政課長（ 坂本圭志君）

 ただいまの質問について答弁させていただきます。  

 予防回収措置は本来、施設の劣化前に行うものですが、各学校は築50年前後が経過し

ており、既に一定の経年劣化が進んでおる状況でございます。  

 このことから、改修内容や範囲によって改修費用については大きく 変動することが考

えられますので、長寿命化改修の半額程度で済むということは断定することはできませ

ん。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 これは今後、どうしても学校を地域に残してほしいと住民説明会にそういう声が出た



－１ １ ９－

ときに、 ではどれだけの費用がかかるのかというところは地域住民に対して示すことが

必要になってく ると思います。  

 それで、やはりこの約50年というやつも、本当は60年なんですね。 60年で、財政的な

もので47年ですね。今、法律の範囲ではね。だけど、実際は60年の建物を普通のコンク

リートの建物だったら、 60年というのが昔そういうふうに言われておりました。現在は

47年になっていますけれども。  

 しかし、やっぱりそういう点でまだまだ十分に使える施設であるということを地域住

民にも説明していく ことが必要というふうに思いますので、またそこら辺の具体的な数

字については今後も検討していただきたいと、 このように思っております。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 ちょっと内田さんに伺います。  

 今言った本当は60年、 これは先ほどあなたが言われた適法なんですか。そう発言され

ているって、 60年使ってもいいってことなんですか。  

○５番（ 内田 保君）  

 今は違います。  

 今の公式な国の見解は47年です、たしか。  

 なので、 だからそこら辺のところについては実際には……。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 分かりました。 ちょっとお待ちく ださい。  

 これ今町民の方も皆さん聞かれております。  

 47年ですね、今の国の決め事というのは。 60年も使えますよというのは、それはあな

たの御意見ということでよろしいですか。  

○５番（ 内田 保君）  

 これは、前に国が出しておった施策ですね。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 前は前でしょう。 今は違うんでしょう。  

○５番（ 内田 保君）  

 今は違います。  

○議長（ 鈴木浩二君）
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 はい。 では、あなたの御意見ということで伺っておきます。以上です。  

○５番（ 内田 保君）  

 そういう点では47年です。それは訂正しておきます。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 御質問３－３につきまして答弁させていただきます。  

 各小学校の工事請負費を除いた１年間の運営費につきましては、内海小学校が2, 400

万2000円、 豊浜小学校が2, 060万9000円、 みさき小学校が3, 167万円、 篠島小学校が

1, 454万1000円、日間賀小学校が1, 712万3000円です。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 大体1, 000万円から2, 000万円というような額で、学校運営費についてはできると。 も

ちろん校舎などを直せば、変わってきますけれど。  

 実際に校舎だけの改築をどうするかというそういう課題がもし残すということになっ

たときには、喫緊の課題として、 じゃあどうするかと、 そういう問題が出てく ると思い

ます。  

 ただ、 いろんな運営費の問題については、たとえばパソコンを換えるだとかそういう

ようなことでは、多分経費が増えてく るとは思いますけれど、ぜひとも住民と一緒に話

すときには、 こういう運営費やそれから改修費についてはどうなのかと、そういう点の

問題提起もちゃんと出していただきたいと、 このように思っております。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問３－４につきまして答弁させていただきます。  

 令和３年１月に策定した南知多町立小中学校適正規模・ 適正配置基本計画では、学校

規模適正化の基本的な方針といたしまして、小学校の望ましい学級数は全学年でクラス
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替えを可能とし、学習活動に応じて学級を超えた集団を編成して、同学年に複数教員を

配置するためには、 １学年２学級以上、全学年で12学級以上あることとしております。  

 しかしながら、方針を踏まえた計画としましては、学校の小規模化が進む中で、子ど

もたちにとってよりよい教育環境を提供していく ため、望ましい学級数に近づけていく

ことを基本とするが、本町の地理的条件、歴史的な背景、学校と地域との関わり合いな

どを考慮し、小学校では将来複式学級が懸念される学校を統合することとするが、それ

以外の学校については単式学級が確保できるよう努め、当面の間は存置するとしていま

す。  

 ２学級以上の複数クラスを編成できることにこしたことはありませんが、先ほどの榎

戸議員への答弁にもありましたとおり、現在の人口推計では、令和12年には日間賀小学

校において、また近い将来、他の小学校においても単式学級を保持することが難しく な

ることが危惧されます。  

 したがって、南知多町の小学校を今後どのようにしていく かについて、早急に検討し

ていく 必要があると考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 愛知県の複式学級の基準は、小学校１ ・ ２年生を７人、 そして７人以下ですね、その

他は14人以下であります。  

 複式学級に数字上該当する場合でも、愛知県は弾力的配慮がなされる場合、先ほど課

長さんや部長さんも答えておりました、場合も想定しております。  

 そして、町は県の教育委員会との話合いによって、加配措置等で、そして形式的な複

式学級の当てはめはしないことがあるという、そういう認識をちゃんと持っているとい

うことでよろしいでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 御質問につきまして答弁させていただきます。  
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 複式学級に数字上該当する場合においても、愛知県においては各年複式解消制度とい

うものがございます。 これは先ほど内田議員が述べていたと思いますが、そういったと

ころで、 なるべく 単学級が保持できる制度が愛知県にはございます。  

 議員御指摘の両教育委員会による話合いにより、加配措置で形式的な当てはめはしな

い制度、 こちらにつきましては、ちょっと申し訳ございません、私存じておりませんが、

例えば３年生、 ４年生、 ５年生、 ６年生の２学年、 14人以下、その半分といたしまして、

単学級が７人以下になることについて、果たして本当にそれでよいのか。保護者がそれ

を望むのか、それが問題であると考えておりますので、今後保護者の皆さんとの意見交

換会の中で検討をしていきたいと考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございます。  

 私も多く の人に聞きますと、 １桁の学級でいいのかと、 そういうふうな声を聞きます。  

 町の教育委員会が出している令和13年度の小中学校の児童・ 生徒数の見込み数、 １年

生ですが内海小学校は11人、豊浜小学校、 ５人、みさき小が８人、篠島小が５人、日間

賀小は６人というふうな数字が出ております。 ２年生も内海小学校は９人、そして豊浜

小学校11人、みさき小11人、篠島小７人、 そして日間賀小８人と、 こういう非常に１桁

に近いような学校になってきているということは、 これは事実だと思います。  

 この前住民課の課長さんにお聞きしたところ、今年の出生数が大体40人ぐらいは超え

るんじゃないかということでした。 そういうふうなこともちょっと言われておりますの

で、大体要するにこのぐらいの子どもたちの数が並んでく るというふうなことは恐らく

予想されると思います。  

 実際に複式学級になればいろんな形での複数の授業をしなきゃいけないので教師が大

変になる訳ですがただ、いい点もあります。  

 いろんな事例を調べると、愛知県の中では特に一番多いのは、豊田市です。豊田市で

は、やはり少人数の学級が非常に多く て、 １つ取り上げますと、豊田市立則定小学校、

この学校は、小学１年生が４人、 ２年生が４人、 ３年生11人、 ４年生10人、 ５年生４人、

６年生６人で、 これ８人なんですけど、複式にしていないんです。豊田市は自分の市の
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中で加配するという 、 そういう事例もありますから。愛知県が加配しているかどうかと

いうことは、ちょっと私そこまで調べておりませんけど。だから、豊田市の場合には割

と複式にしない、 ４人だとか３人の学校が結構多いです。 この学校は全校生徒が39人で

す。  

 だから、地域の中に学校を残していく という所は愛知県の中に結構あるんですよ。  

 これは大体特認校と言われまして、誰が来てもいいよと、全国からこの学校には誰が

来てもいいんだよと遠く から来てく ださいねという、そういうふうな特認校扱いをして

いるところが非常に多いです。  

 そういう点で、南知多町も、例えば篠島小学校、日間賀小学校は今後残すということ

で原則やっていく ということならば、やはり特認校扱いというふうなことをしていって

もいいんじゃないかと私は思うんですが、 いかがでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 議員のおっしゃる特認校そういった制度があるというのは、私ちょっと申し訳ないで

す、存じておりませんでしたが、そういったものがあると思います。  

 ただ、先ほど言いましたとおりです。その保護者が、現状今の保護者がその複式学級

という制度自体を本当にそれでよいのか、 それでいく のかそういったところをやっぱり

確認して、特認校ということで例えばほかのところから呼べばいいんじゃないかとか、

そういったところよりもまず今現在いる児童、保護者、その方たちがどのようにお思い

なのかそれを聞く のが第一と考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 まさにそうだと思います。  

 しかし、 こういうふうな形で豊田市のほうでは工夫してますよということです。そう

いうような事例も挙げていただいてもいいんじゃないかなと私ちょっと思います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）
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総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

御質問３－５について答弁をさせていただきます。  

 議員御指摘のとおり、小・ 中学校の共同利用において、児童・ 生徒の発達段階の違い

による体格差の配慮は、安全で円滑な学校生活を確保する上で極めて重要な視点である

と認識しております。  

 これらの具体的な対策やプール、職員室等の在り方を含めた全体的な施設の使用につ

いては、来年度発注予定の基本構想・ 基本計画策定業務委託において整理して検討して

まいります。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 繰り返しになると思いますけれど、 もう一度確認します。  

 小学校、中学校を同一敷地内に造って、小学校教育の特別教室と中学校教育の特別教

室を併用は、時間数も内容も違います。準備行為からも違います。 なかなか困難が予想

されます。  

 特別教室は別々の教室を用意すべきであると考えますが、いかがでしょうか。  

 また、総合的に様々な点で校舎の造り方が違ってく ると思われます。階段もそうです。

小学校校舎、中学校校舎、中学校専用運動場、小学校専用運動場はそれぞれ別に準備す

べきと考えますが、 これもどうでしょうか。  

 そして、地域とともにある教育条件の観点から、 この３小学校はできるだけ長く その

地域の中に残していく ことも地域住民と話し合っていく ことも課題であると考えており

ますが、いかがでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 御質問に対しまして答弁させていただきます。  

 仮に小・ 中学校を同一敷地内に建設するとしたら、そのメリット として、施設や教材

を共有することで施設の効率化ができ、建設コストや維持管理費など財政負担を減らし
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ながら充実した教育環境の整備ができるとあります。  

厳しい財政状況の中、費用対効果を考えた中で充実した環境整備を行うには、施設共

有は必要不可欠なものと考えております。  

 また、議員のおっしゃる施設の使用面において調整が必要とはなりますが、全国的に

も施設を共有する学校が多く あり、 また小・ 中学校合わせても近隣市町、 ここら辺でい

きますと半田市だとかそういったところにはなってく るとは思うんですが、単独小・ 中

学校に比べ学級数も南知多町は少ないです。そういったことからも共用ができないとは

考えておりません。  

 ３小学校をできるだけ長く その地域に残していく こと、 こちらにつきましては、豊浜

小学校は中学校と併設し、同時期の移転を検討しておりますが、内海、みさき小学校に

ついては、施設の老朽化の問題などを考慮した中で、小学校を今後どのようにしていく

かなど、来年度以降になりますが、保護者や住民の皆様と十分協議していきたいと考え

ております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

１点お願いいたします。  

 ３月17日に豊浜小学校の住民の皆さんと話し合うということです。  

 そこで、豊浜小学校はこれをそのまま残してく れと、 そういう声が非常に多かったと

いうときには、中学校と一緒にしないというふうな結論でよろしいですか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 議員御存じだと思います。  

アンケート結果から見ましても、豊浜地区の今現状の小学校以下の保護者の皆さんの

回答につきましては、豊浜小学校については南知多中学校と併合するような形で望む声

が多く ございました。  

今後です。豊浜地区の住民説明会を行いまして、住民の方から残していただきたいと

いう話が出てく ることは確かにあり得ます。ただ、保護者の皆さんがそのように望んで



－１ ２ ６－

いる中、住民の方がそれを御理解していただけないということは、正直言って私は考え

ておりません。 ということもありますので、今後、 ３月17日に豊浜地区の住民説明会で

保護者のアンケート 結果と先ほどの方針案を説明いたしますが、そこの中ではその方針

案について御理解をいただく よう考えております。以上です。  

（ ５番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 内田議員。  

○５番（ 内田 保君）  

 ありがとうございました。  

 この学校というところは子どもたちが育つ場所であり、地域の重点的な、集中的なコ

ミ ュニケーショ ンを取る場所、そういう場所でもあります。 これまでもそのような場所

として機能してきました。  

 なので、実際に子どもたちが育つ場所としては、 30人に１人の先生と10人に１人の先

生では、 どちらが教育効果が上がるかといったらば、当然これ明らかであります。  

 そして、実際に地域の中で子どもを育てるという、そういう立場で見たときに、自分

が移転してきて住もうかとそういうふうに考えるかどうかということも、例えば内海地

区の方が豊浜に来ると、そういった場合に、小学校ないから住むのをやめようかと、そ

ういうことも結構予想されるんですね。それは豊丘小学校や山海小学校の事例を見れば

明らかです。なので、やはりメリット とデメリット を十分に住民の中で話をして、そし

て議論を尽く していく ことが必要だというふうに思います。  

 私も住民の声を尊重しながら、住民が統合すればいいじゃないかという、そういうふ

うに思えば、それはそうすればいいと私も思います。  

 ただ、 その前提条件を提示するということが必要だというふうに思いますので、ぜひ

ともそこら辺よろしく お願いいたします。終わります。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 以上で内田保議員の一般質問を終了いたします。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は11時45分といたします。  

 なお、休憩中は議場の窓を開け換気を行いますので、御協力をお願いします。  

 〔  休憩 １ １時３ ５分 〕  

 〔  再開 １ １時４ ５分 〕  



－１ ２ ７－

○議長（ 鈴木浩二君）

 休憩を解きまして、本会議を再開いたします。  

 ここで一言申し上げておきます。  

 橋本由岐穂議員の一般質問でありますが、途中で休憩が入ると思いますので、その辺

のことを皆さんもよろしく お願い申し上げます。  

 それでは、 ２番、 橋本由岐穂議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。  

 壇上においては通告書の朗読とさせていただきますので、よろしく お願いいたします。  

 質問事項１ ．南知多町の守る景観・ 攻める景観についてを質問いたします。  

 南知多町には、私たちが誇れる美しい景色がたく さんあります。内海で生まれ育った

私でさえ、 こんなすてきな場所があったのかと驚く ような風景がまだ町内には隠されて

います。 こうした地域の宝を、今を生きる私たちはもちろん、 これからは次世代の子ど

もたちへしっかり引き継ぐために守っていかなければいけません。  

 しかし、地元の私たちが知らない景色を町外から来る方が知ることはもっと難しいは

ずです。そこで、令和７年４月１日から南知多町まちなみ景観条例が施行されています。  

 この条例は単に風景を制限するものではなく 、景観で絆を育み、景観で選ばれる南知

多にするという理念の下、魅力ある景観を保全し、活用してつく り出していく 目標のた

めにあります。  

 また、南知多町における景観の考え方については、令和６年４月に発行された南知多

町景観計画、美しい海と島々の中に示されています。  

 町議会においても、令和６年６月定例会で南知多町景観計画のその後についてが一般

質問され、令和６年12月議会でまちなみ景観条例を問うとして一般質問がされています。

そうした過去の先輩議員の一般質問を踏まえて、南知多町の景観を守るために、 また活

用していく ために担当部局はどのように取り組んでいるのか、町民の皆さんの目線で質

問させていただきます。  

 質問の(1)南知多町の豊かな景観を守るために条例に定める事前協議及び行為の届出

については、現在まで何件ありましたか。 また、それに対して町はどのようなアドバイ

スや対応をされたのでしょうか。  

 質問の(2)条例では、地域のシンボルとなる歴史的な建物や立派な樹木を町が景観重
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要建造物や景観重要樹木として指定できることになっています。現在の指定状況を教え

てく ださい。また、 これらを町民の皆さんに知ってもらうために、 どのような工夫をさ

れていますか。  

 質問の(3)町が重要建造物や景観重要樹木として指定したときには、 どのようなメリ

ット 、デメリット がありますか。  

 ( 4)景観を守るための専門的なアドバイスをく ださる景観アドバイザーにはどのよう

な方が選ばれているのでしょうか。選ぶ際の基準も教えてく ださい。  

 質問の(5)条例の第25条に定めるまちなみ景観審議会については、委員10人以内で組

織し、町長が任命するとあります。特に観光で南知多町を訪れる方には女性も多く 、女

性の感性を生かした景観づく りは観光振興には欠かせません。男女が社会の対等なパー

トナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画することは、男女共同参画社会

基本法にも定められた重要な考え方です。現在のまちなみ景観審議会の男女構成比はど

うなっていますか。  

 質問の(6)南知多町景観計画の景観形成の施策には、住民の皆さんが自ら地域の魅力

を発信する景観特派員というすてきな制度があります。現在何名の方が活動していて、

具体的にどのような発信をしてく れているのでしょうか。  

 質問の(7)南知多町の豊かな景観をたく さんの人に知ってもらうために、町として具

体的にどのような施策を検討されていますか。  

 質問の(8)南知多町の自然豊かな景観を守り次世代に引き継いでいく ためには、 この

景観を日本全国に広く 周知する発信力が必要だと考えています。景観特派員の皆さんか

ら集められた景観を自分たちだけが知っている特別な景色と埋もれさせないために、景

観特派員や町民の皆さんから募った景観を南知多絶景20選や景観50選といった形でブラ

ンド化してはどうでしょうか。  

 質問の(9)南知多に行ってみたいと思った方がスマート フォンで検索した際、 すてき

な写真に出会えるということがとても重要です。 ＳＮＳでの発信を強化したり、美しい

景色に特化した専用サイト を作成することで、南知多の景観に引かれた方々にさらに南

知多の魅力を伝えることができます。 インターネット を通じて視覚的に訴えかける工夫

が必要だと考えますが、担当部局の考えはいかがでしょうか。  

 以上で壇上での一般質問は終わります。  

 再質問がある場合には自席にして行いますので、よろしく お願いいたします。  
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○議長（ 鈴木浩二君）

 ここで暫時休憩をいたします。  

 この後、午後からの答弁としてく ださい。  

それでは、よろしく お願いいたします。再開は13時でございます。  

〔 休憩 １ １時５ ２分 〕

〔  再開 １ ３時０ ０分 〕

○議長（ 鈴木浩二君）

それでは、休憩を解きまして、本会議を再開いたします。  

橋本由岐穂議員の一般質問の答弁からお願いします。  

答弁者は手を挙げてく ださい。  

建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

それでは、御質問１－１につきまして答弁させていただきます。  

 南知多町まちなみ景観条例に基づく 事前協議及び行為の届出につきましては、条例の

適用日である令和７年５月２日から令和８年２月末現在までに、事前協議が３件、行為

の届出が３件となっております。  

 なお、事前協議及び行為の届出があった案件につきましては、南知多町景観計画に定

める景観形成基準に基づき、条例の対象となる建築物及び工作物などについて、色彩や

形態、配置などが周辺景観と調和するものとなるよう確認を行い、必要に応じて助言を

しております。  

 また、条例に事前協議の規定を設けたことで、計画段階から相談を受けることが可能

となり、事業者や町民の皆さんの理解を得ながら、良好な景観形成につながるよう、丁

寧な対応に努めております。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 今の答弁の中で、周辺景観との調和という言葉がありました。  

 現在は景観エリアの範囲として、市街化区域の範囲は市街地景観エリア、市街化調整

区域の範囲は緑住景観エリア、両島の島嶼景観エリアと区分けされています。それぞれ
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のエリアにおいて、景観の形成基準にどのような違いがあるのかを、住民の皆さんにも

分かりやすく 説明していただきたいです。  

 また、届出を行った方が、実際に壁面や屋根の色が町からの助言により基準に適して

いるのかを確認はどのように実施されているのでしょうか。  

 なお、令和７年４月１日から南知多町まちなみ景観計画が施行されていますが、条例

の施行前に建設された建築物についても、 景観の形成基準を守らなければいけなく なる

と思います。 これはどのようなタイミ ングで基準に沿うように変更すればよいのでしょ

うか、お答えく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 まちなみ環境課長。  

○まちなみ環境課長（ 田中達也君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁いたします。  

 市街地景観エリア、緑住景観エリア、島嶼景観エリアは、それぞれの地域特性に応じ

た景観づく りを行うために区別しております。  

 市街地景観エリアは、一定の多様性を認めながらも、周囲と調和した落ち着いた色彩

とする基準を設けております。緑住景観エリアは、田園や自然環境との調和をより重視

し、市街地よりも色の鮮やかさを抑えた基準としております。島嶼景観エリアでは、海

や島の自然環境との一体性を重視し、自然素材の活用や周辺環境との調和を求めており

ます。  

 基準への適合確認につきましては、工事完了届の提出後、現地において色見本、カラ

ーチャート でございますが、 カラーチャート を用いて外観確認を行います。  

 また、条例施行前の建物につきましては、直ちに変更を求めるものではありませんが、

例えば壁面の塗り替えや改修の際には、基準に沿った対応をお願いしております。以上

でございます。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 条例の施行から約10か月という短い期間ながら、既に６件の事前協議や届出があり、

計画段階からの丁寧な対話が始まっているということが理解できました。  
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 そこで１点確認させていただきたいと思います。  

 町独自の景観基準に合わせるための助言というのは、美しい町並みを守るために不可

欠なものです。一方で、施工主の方や事業者の方々からすれば、資材の選定やデザイン

の変更がコスト面や工期の面で負担に感じられるかもしれないという懸念も否定できま

せん。景観の保護と地域の開発や新しい建物が建つという、 この相反する２つの要素を、

町はどうバランスを取り、調整されているのでしょうか。 こうした基準が事業者の負担

やハードルにならないよう、円滑に事業活動を進めてもらうために、 どのような配慮や

工夫を持って事業者や町民の方々へ助言されているのかをお聞かせく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 まちなみ環境課長。  

○まちなみ環境課長（ 田中達也君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁いたします。  

 届出の対象となる建築物等につきましては、敷地の不動産調査や建築計画の初期段階

において、景観形成基準の内容を事前に御説明し、事業者や施工主の皆さんに十分御理

解いただいた上で計画を進めていただく よう努めております。  

 そのため、現時点におきましては、基準がコスト面や工期面で大きな負担となってい

るという声は寄せられておりません。  

 本条例は、過度に制限を課すものではなく 、無秩序な景観の乱れを防ぎつつ、周囲の

景観と調和した建築等を促すための制度でございます。今後も、地域の魅力向上と円滑

な事業活動が両立できるよう、丁寧な対話を重ねながら助言を行ってまいります。以上

でございます。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 設計が本格化する前の段階から、施工主の方々としっかりとコミ ュニケーショ ンを取

り、 コスト や工期の面で負担が生じないよう配慮されているという現状を伺い、安心い

たしました。  

 景観を守ることと新しい挑戦を後押しすることは車の両輪です。南知多町がさらなる

魅力的な町になるためには、投資や建設を志す方々が町と足並みをそろえて、わく わく
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しながら計画を進められるような空気が欠かせません。 これからも事業者や町民の方々

へ前向きで温かな助言を続けていただく ことを期待しています。柔軟な運用をお願いし、

要望とさせていただきます。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－２につきまして答弁させていただきます。  

 景観重要建造物及び景観重要樹木は、地域の歴史や文化を象徴し、良好な景観形成に

重要な役割を果たすものを対象として指定できる制度であります。 しかしながら、現在

のところ、本町においては景観重要建造物及び景観重要樹木の指定実績はございません。  

 当該制度につきましては、町広報や公式ホームページ、 ＳＮＳなどを活用した情報発

信に加え、景観に関する啓発活動を通じて周知を図っております。  

 今後につきましては、所有者などからの指定に関する提案を継続して募集するととも

に、町が地域に存在する建造物や樹木のうち、良好な景観形成に重要であると判断した

ものについては、町から所有者などに対し、指定に向けた相談を行ってまいります。以

上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－３につきまして答弁させていただきます。  

 メリット といたしましては、 まず地域の景観資源としての価値が明確となり、保存や

活用に対する意識が高まる点が上げられます。景観重要建造物については、維持管理や

修理、外観を周囲の景観に調和させた改修に関して、専門家の助言を受けることができ

ます。景観樹木についても、樹木医などの専門家による管理技術の助言が受けられます。  

 なお、適切な維持管理を行うためには、一定の費用負担が生じる場合がございます。

こうした負担への対応として、維持管理に要する経費の一部を補助する制度につきまし

ては、今後、制度内容の検討を進めてまいります。  

 一方、デメリット といたしましては、建造物の場合、現状変更に関する規制や所有者

などによる適正な管理義務が求められます。樹木についても、剪定や病害虫の駆除など
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適切な管理措置を講ずる必要があります。  

 また、指定解除については、所有者などの希望だけでは行えず、事前協議や承認手続

が必要になるなど、一定の制限がございます。以上です。  

（ ２番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 メリット 、 デメリット をお答えいただきありがとうございます。  

 メリット として、 専門家の助言や補助金制度の検討について答弁いただき、町として

もしっかりと支援していく 姿勢が伺えて安心いたしました。  

 一方で、指定を受ける所有者の方々にとっては、将来にわたる不安も少なく ないので

はないかと感じております。  

 そこでお伺いします。  

 所有者には適正な管理義務が生じますが、万が一、経済的な理由などで管理が難しく

なった場合や、意図せず管理がおろそかになってしまったケースに対し、町は単なる助

言にとどまらず、どのような寄り添ったフォローを想定されていますか。  

 また、今後、相続などで所有者が替わり、制度への理解や管理の継続が困難になる場

面も予想されます。 こうした代替わりの際に、 ト ラブルを未然に防ぐための周知や相談

体制などは考えていますか、教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 まちなみ環境課長。  

○まちなみ環境課長（ 田中達也君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁いたします。  

 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定に当たりましては、指定の目的や趣旨、一定

の制限や管理義務が生じることについて、 あらかじめ所有者や管理者の方などに十分説

明し、御理解をいただいた上で進めることとしております。  

 指定後につきましても、所有者や管理者の方からの御相談は、まちなみ環境課が窓口

となり、必要に応じて専門家の意見も踏まえながら助言を行うなど、継続的に寄り添っ

た対応に努めてまいります。  

 また、相続等により所有者が変更となる場合につきましても、制度の趣旨や管理内容
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について丁寧に説明を行い、円滑な引継ぎが図られるよう、相談体制の充実に努めてま

いります。以上でございます。  

（ ２番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 この指定の解除に一定の制限があるということは理解したのですが、長い年月の中で

は建物の老朽化や御家族の生活環境の変化など、避けられない事情が生じることもある

かと思います。  

 そうした際に、所有者の方々が１人で悩みを抱え込まないよう、町としてどのように

個別の事情に寄り添い、柔軟に相談に応じていただけるのか、改めて当局のお考えをお

聞かせく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、ただいまの御質問につきまして答弁させていただきます。  

 町の対応といたしましては、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定後に生じる課題

や状況を適切に把握するため、所有者や管理者の皆さんと定期的な意見交換の場を開催

することを検討しております。  

 そうした中で、建物の老朽化や生活環境の変化、 さらには相続などによる所有者の変

更が生じた場合におきましても、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、制度の趣旨

や内容を改めて丁寧に説明し、円滑な引継ぎが行われるよう配慮するとともに、必要に

応じて専門家の助言を活用しながら、所有者の皆さんが１人で悩みを抱え込むことのな

いよう、寄り添った対応を行ってまいります。以上です。  

（ ２番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 所有者の方々の思いに寄り添うという前向きな御答弁をいただき、心強く 感じました。  

 景観を守ることは、所有者の方々の多大なる御理解と御協力があって初めて成り立つ
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ものです。今後、補助金制度を検討いただけるとのこと。加えて、所有者の方の不安や

心配に応じた細やかなサポート や、何でも気軽に話せる相談体制をさらに充実させてい

ただく ことを要望いたします。  

次、お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－４につきまして答弁させていただきます。  

 景観アドバイザーにつきましては、現在２名を町長が委嘱しております。  

 １名は景観分野において学識経験を有する大学教授であり、 もう一名はデザイン分野

に専門的知見を有する町内在住のグラフィ ックデザイナーであります。  

 選任基準につきましては、南知多町まちなみ景観条例施行規則において、都市計画、

建築、造園、土木、造形又は色彩に関して専門的知識または経験を有する者の中から町

長が委嘱すると定めております。その規定を踏まえ、本町の景観形成に資する具体的か

つ実践的な助言が可能であるかどうかを総合的に判断し、委嘱しているところでありま

す。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－５につきまして答弁させていただきます。  

 現在の南知多町まちなみ景観審議会の委員は、男性５名、女性５名となっております。  

 委員の委嘱に当たりましては、専門性の確保に加え、多様な視点から意見をいただけ

るよう、男女共同参画の視点にも配慮し、 バランスの取れた構成となるよう努めている

ところであります。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 審議会の委員構成が男女同数であるとのこと、先進的な取組であり、ぜひ今後も継続

していただきたいと思います。  
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 その上で、 １歩踏み込んでお伺いいたします。  

 南知多町の魅力を観光資源としてさらに磨き上げ、選ばれる町にするためには、女性

の旅行者の感性や生活者としての多角的な視点を具体的な施策にどれだけ反映できるか

が極めて重要です。今後、景観計画を推進するに当たり、審議会などで出される委員の

皆様の柔軟な発想やアイデアを単なる参考意見にとどめることなく 、 実際のまちづく り

や観光振興の現場において積極的に採用し、具現化していく というお考えはありますか。

町としての前向きな姿勢をお聞かせく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、ただいまの御質問につきまして答弁させていただきます。  

 南知多町まちなみ景観審議会委員につきましては、性別に関わらず、それぞれの専門

性や地域での暮らしの視点からいただく 全ての御意見やアイデアなどは、本町の景観形

成にとって大変重要であり、併せて観光振興の観点からも貴重なものであると認識して

おります。  

 第７次南知多町総合計画に掲げる「 絆・ 選ばれる理由があるまち」 の実現に向けまし

ては、本町を訪れる方にとって魅力的であり、住み続ける方にとって誇りとなる景観づ

く りが不可欠であると考えております。  

 審議会などでいただく 御意見につきましては、その趣旨を十分踏まえながら、景観資

源の魅力発信の充実など、観光施策とも連携を図りつつ、検討段階においてその施策に

十分反映できるよう努め、南知多町景観計画の推進に努めてまいります。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 審議会での議論が、実際の魅力的な町並み形成の形になることを期待いたしておりま

す。  

 次、 お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  
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○建設経済部長（ 田中直之君）

 では、御質問１－６につきまして答弁させていただきます。  

 景観特派員は町民に限定しておらず、どなたでも本町の豊かな自然景観や町並み、日

常生活の中で目にする身近な景観を写真に撮影し、 コラムとして投稿していただく こと

で、地域の魅力的な景観を発掘し、自ら発信していただく 制度でございます。  

 令和６年６月議会の一般質問において、景観特派員の人数について答弁しており、そ

の時点での登録人数は23名でございましたが、制度の周知に努めた結果、現時点では91

名まで増加しております。  

 発信内容といたしましては、主に町内の自然景観や歴史的風景、季節ごとの風景など

の写真にコメント を添えて提供していただいております。  

 これら景観特派員から提供された画像などは、各種情報発信媒体で共有・ 活用するこ

とにより、本町の景観の魅力発信につなげております。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 景観特派員の方々が撮影された画像が町の魅力の発信に活用されているということは、

大変すばらしい取組だというふうに感じます。  

 そこで、例えばですが、聖崎公園の河津桜のように、季節ごとに移り変わる、今が見

どころという旬の情報を、町の公式Ｌ Ｉ ＮＥなどを通じて発信されてはいかがでしょう

か。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 まちなみ環境課長。  

○まちなみ環境課長（ 田中達也君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁いたします。  

 その時期ならではの旬の景観情報をタイムリーに発信することは、町民の皆さんの外

出機会の創出や観光誘客の促進につながる有効な取組であると認識しております。景観

特派員の皆さんから寄せられる写真や情報を活用し、公式Ｌ Ｉ ＮＥ等を通じた季節ごと

の見どころ情報の発信につきまして、具体的な運用方法を整理しながら実施に向けて取

り組んでまいります。以上でございます。  
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（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

前向きな御答弁をいただき、ありがとうございます。  

 景観特派員の方々が切り取った町の旬の魅力が、公式Ｌ Ｉ ＮＥなどを通じてタイムリ

ーにお茶の間に届き、それによって、あそこの桜がきれいだから今日出かけてみようか

という小さな会話や外出のきっかけが生まれるというのは、町民の幸福感も上がり、郷

土愛にもつながると思います。  

 特派員の方々の活動に、より一層光が当たり、町の活気に直結するような仕組みづく

りをぜひ進めていただく ことを要望いたします。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－７につきまして答弁させていただきます。  

 町では、南知多町景観計画に基づき、景観資源の保全と活用を図りながら、本町の魅

力ある景観の発信に向けた取組を進めております。  

 令和６年度及び７年度におきましては、今後の情報発信の充実を図るため、景観特派

員の育成講座、特派員レポート の発行・ 公開への支援、動画撮影やショ ート動画編集な

ど発信力向上のための講座を実施してまいりました。  

 今後は、観光パンフレット やＳＮＳを活用した情報発信のほか、町公式ホームページ

内に景観特集ページを設けること、 さらには景観フォト コンテスト やイベント 開催など

を検討しております。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 景観特派員の育成から具体的な発信事業まで、一貫した取組を心強く 感じました。  

 特に町の公式ホームページの中に景観特集ページを新たに設けられるという点は、ば
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らばらになりがちな情報を集約して、町の魅力を内外に強力にアピールする玄関口とし

て非常に価値のある１歩だと感じますので、誰もが訪れたく なる魅力的な特集ページの

制作を期待いたします。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－８につきまして答弁させていただきます。  

 景観を一定のテーマで整理し発信することは、本町の魅力向上や観光振興につながる

有効な手法の一つであると認識しております。  

 景観特派員や町民の皆さんから寄せられた地域の魅力ある景観資源につきましては、

今後、全国へ広く 魅力を発信していく 視点を持ちながら、情報発信の在り方を検討する

中で、有効な活用方法について整理してまいります。  

 また、議員から御提案のありました南知多絶景20選や景観50選といったブランド化に

つきましても、本町の景観資源の特性を踏まえ、他の自治体の取組事例なども参考にし

ながら、実施に向けて検討してまいります。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 南知多の豊かな景観を知っていただき、 触れていただく ことがとても重要だと思いま

す。  

 どのような取組が現在実施されていて、 また今後はどのような取組を検討されている

のか、今答えられる範囲で教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 まちなみ環境課長。  

○まちなみ環境課長（ 田中達也君）

 ただいまの御質問に対しまして答弁いたします。  

 現在、本町の豊かな自然を多く の方に知っていただく ための機会として、自然観察会

や環境教育推進事業を実施しております。  
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 また、令和８年度には、景観特派員の活動報告を兼ねた小冊子の発行、景観に特化し

た公式ホームページの充実などを予定しております。  

 さらに、議員から御提案のありました南知多絶景20選や景観50選につきましても、南

知多町まちなみ景観審議会や景観特派員の意見をお聞きしながら、実施に向けて具体化

していきます。以上でございます。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 景観のブランド化に向けた前向きな御答弁をいただき、ありがとうございます。  

 ぜひ、他自治体の成功事例も取り入れながら、子どもからお年寄りまでが、 これが私

たちの町の自慢だと胸を張って言えるような、そんな景観のブランディ ングが形になる

ことを期待しております。  

 次、 お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－９につきまして答弁させていただきます。  

 ＳＮＳを活用した視覚的な情報は、観光客誘致など町の魅力発信において大変重要で

あると認識しております。  

 現在、集めた写真や動画などの情報を活用し、景観特派員向けにはＬ Ｉ ＮＥで、町内

外で南知多町の景観に関心のある方々にはインスタグラムで発信しております。  

 今後は、景観の魅力がより効果的に伝わる情報配信の手法について検討するとともに、

議員から御提案のありました美しい景色に特化した専用サイトの作成も含め、情報発信

の充実に取り組んでまいります。以上です。  

（ ２番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 橋本議員。  

○２番（ 橋本由岐穂君）  

 専用サイトの作成を含め、情報発信の充実に踏み込んだ御答弁をいただき、ありがと
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うございました。  

 美しい景観を町の財産として磨き上げ、デジタル技術を駆使して広く 町外へ届けてい

く ことは、本町の魅力を大きく 広げて、本町の未来を開いていく 大きな力になると確信

しています。特派員の方々の思いが形となり、一人でも多く の方が南知多を訪れて、そ

の魅力を丸ごと体感していただく 。 そんな選ばれる町としての魅力あふれるサイトが実

現することを強く 期待しております。  

 さて、 ３月は卒業の季節です。 この春、住み慣れた南知多を離れて新しい世界へと進

む若者たちも多いことだと思います。きらきらと輝く 海と島々、そして豊かな緑。彼ら

には、 このふるさとの風景を一生の宝として胸に刻み、誇りを持って新たな挑戦へと向

かってほしいと願わずにはいられません。  

 最後に、今月この町を旅立つ若者たちへ、心からのエールを送らせていただきます。  

 皆さんのふるさとには、世界に誇れる美しい海と緑、温かな南知多の風景があります。

どうかこのふるさとを心の糧にして、新しい世界で自分らしく 羽ばたいてく ださい。皆

さんがいつでも帰りたいと思ったとき、南知多が変わらぬ輝きを持って迎え入れられる

場所であり続けられるよう、私たちはこの町を守り、美しいふるさと、未来へつないで

いきます。それが私たちの果たすべき責務であると思いを新たにして、南知多町のさら

なる発展を強く 願いまして、私の一般質問を終わらせていただきます。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 以上で橋本由岐穂議員の一般質問を終了いたします。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は１時40分といたします。  

 なお、休憩中は、議場の窓を開け換気を行いますので御協力をお願いします。  

 〔  休憩 １ ３時２ ９分 〕  

 〔  再開 １ ３時４ ０分 〕  

○議長（ 鈴木浩二君）

 それでは、休憩を解きまして、本会議を再開いたします。  

 次に、 ９番、吉原一治議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。  

 質問事項１ ．開かれた町政の実現に向けた取組について。  

 南知多町において町民の生活基盤を支えるのは漁業や農業といった第１次産業であり、
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これらの産業が町の経済や地域の発展に大きな役割を果たしていることは言うまでもあ

りません。  

 これまで私もこれらの産業振興に力を注いできましたが、それにとどまらず、地域全

体の活性化につながる施策が必要であると感じています。その中で、町民と町長が直接

対話できる場として実施されている町長対話室の取組は大変重要であると認識をしてい

ます。  

 この取組は、行政の方針や施策について、町民が直接意見を交わす機会を提供し、町

政の透明性や住民参加型のまちづく りに貢献するものです。町民の声を聞き、政策に反

映させることは、より開かれた町政を築く ために欠かせない要素となるでしょう 。  

 このような開かれた町政の実現に向けた取組について、幾つかお伺いします。  

 １ ． 町長対話室の実施状況について、過去３か年の申込件数をお聞かせく ださい。  

 また、町長対話室がどのような形で運営され、町民の意見がどのように集約されてい

るのか、その具体的な運営方法についてお聞かせく ださい。  

 ２ ． 町民の意見を反映させるための実効性の確保について、町長対話室で得られた町

民の意見や提案が、町政にどのように反映されているのかについて、具体的な手続や過

程についてを教えてく ださい。特に、実際に反映されるまでの期間や、それが町民にど

のように伝達されるのかをお聞かせく ださい。  

 ３ ． 町民との対話を通じた行政の透明性の向上について、町長対話室が町民と行政の

対話の場である以上、行政の透明性を高めるためにはどのような努力が必要であると考

えていますか。  

 ４ ． 町民との対話を通じた行政の透明性の向上について、今後、南知多町がさらに開

かれた町政を進めるために、町長としてどのような施策を検討し、実行に移していく 予

定でしょうか。特に、町民参加型の政策決定や意見交換の場をどのように増やしていく

かについて、町長の考えをお聞かせく ださい。  

 質問事項２ ．ヤングケアラー支援について。  

 子ども・ 若者育成支援推進法において、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過

度に行っていると認められる子ども、若者、 としてヤングケアラーを国や地方公共団体

などが様々な支援を行うべき対象としているところです。  

 私はこれまでこの問題について２回にわたり一般質問をしてきました。今回、 ３回目

の質問をさせてもらいます。  
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前回令和４年６月議会の答弁では、 １ ．周知啓発について、今後、広報紙やホームペ

ージで行うとの方針。 ２ ．教職員へのヤングケアラーに特化した研修については実施し

ていないが、高いアンテナを張って子どもたちを見守っていく 。 ３ ． 実態把握について

は、町独自の実態調査は実施せず、関係機関や要保護児童対策地域協議会からの情報収

集で実態を把握するとしていました。  

 そこで質問をします。  

 １ ． その後、どのような周知啓発を行っているか。  

 ２ ． 愛知県では、子どもたちが理解を深めることで必要に応じ自ら相談できるよう、

子ども向けの啓発パンフレット 「 知っていますか？ヤングケアラーのこと」 を作成して

います。 このパンフレット は、本町ではどのように配付をしているのか。  

 ３ ． その後、教職員を対象としたヤングケアラーに特化した研修は実施しているか。  

 ４ ． ４年前は要対協で把握している事例は２件でしたが、現在の把握件数は何件か。  

 ５ ． 町独自の実態調査は予定しているのか。  

 以上で、再質問は自席にて行いますのでよろしく お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 それでは、御質問１－１について答弁をさせていただきます。  

 最初に、過去３か年の町長対話室への申込件数は、令和４年度が５件、令和５年度が

８件、令和６年度が２件でした。なお、今年度は２月末時点で２件の申込みがありまし

た。  

 次に、運営方法について説明をいたします。  

 町長対話室は、町民の皆様が直接町長と対話し、自らの意見や要望を直接伝えること

ができる場として設けられております。 この対話室は事前予約制を採用しており、原則

として毎月１回、日曜日の午前中に開催をいたします。参加を希望される方は、お名前、

住所、連絡先、対話テーマを記入の上、 メール、 ファクス、郵便のいずれかの方法で総

務課へお申し込みいただいております。  

 当日は、町長が進行役となり、寄せられた意見や質問に直接回答いたします。 また、

内容によっては後日担当から具体的な施策や対応について説明することもあります。実

施した対話のテーマや参加人数については、ホームページや広報で公表しております。
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以上です。  

（ ９番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 町長対話が継続して実施され、ホームページなどの公表をされていることはよく 分か

りました。  

一方で、申込件数の推移を見ると、制度としては整っているものの、町民の皆様の利

用が必ずしも安定しているのとは言えません。  

丁寧な対応で検討されていることはよく 分かりましたが、ただ意見が検討中のままに

なってしまうことはないように、進捗状況や結果の見える化が大いに重要だと思いまし

た。特に、町民の皆さんが自分の声がどのように扱われたかの実感できる仕組みが、行

政への信頼につながると私は思います。  

 次へお願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問の１－２について答弁をさせていただきます。  

 町長対話室に寄せられた御意見や提案は一つ一つ丁寧に受け止め、以下のプロセスを

通じて町政への反映を進めております。  

 まず、対話室で出された意見は、関係する担当課に共有され、具体的な検討が行われ

ます。担当課では、寄せられた意見や提案の実現可能性や費用対効果、他の施策との整

合性などを慎重に検討をいたします。そのため、意見が反映するまでの期間については、

軽微な改善提案であれば比較的短期間で実現されることがあります。 しかし、大規模な

提案の場合や、予算や法規制、他部署との調整が必要となり、その結果として数か月か

ら数年かかることもございます。  

 また、町民への伝達方法については、意見提出者へ個別に回答するケースもあれば、

町広報やホームページ、 Ｌ Ｉ ＮＥなどの事案によって異なる手段が取られることがあり

ます。  

 今後も町民の皆様の声を大切にし、まちづく りに生かしていきたいと考えております。
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以上です。  

（ ９番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 それでは、御質問１－３について答弁をさせていただきます。  

 町長対話室のような場を通じて、行政の透明性を高めるためには、次の３つのポイン

ト を重視して取り組んでまいりたいと考えております。  

第１に、情報公開の強化です。  

 ホームページやＬ Ｉ ＮＥを活用し、町民が必要な情報に容易にアクセスできるように、

施策や予算について適切かつ分かりやすい情報提供を行うことを目指していきます。  

 第２に、町民参加型施策の推進です。  

 意見交換会やパブリックコメント を通じて町民の声を直接聞き入れ、その実情に即し

た施策を立案することで、透明性の向上を図ってまいります。  

 第３に、町民から寄せられた御意見や提案に迅速に対応し、町民との信頼関係の構築

に努めます。 このような姿勢が重要だと考えております。  

 これらの取組によって、行政の透明性を高め、町民との信頼関係を強化することを目

指していきます。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 ３ つの方向性はよく 分かりました。  

 いずれにしても重要な視点でありますが、 これを理念にとどめず、具体的な行動を積

み重ねていく ことが町民の皆様から信頼されると思います。  

 透明性のある行政がつながるものと思います。透明性のある行政とは、制度のありな
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しではなく 、町民の皆様がどれだけ納得できるかにかかっていると思います。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

次に、御質問１－４につきまして答弁をさせていただきます。  

 より多く の町民が町政に関わる機会を持てるよう、総合計画の評価委員会への参画を

広く 呼びかけ、計画の検証段階から直接御意見をいただく 機会を確保するとともに、町

民意識調査におけるモニター調査を効果的に活用し、多様な声をきめ細かく 収集してま

いります。  

 また、 これらの活動プロセスや結果について、町広報や公式ホームページ、 Ｌ Ｉ ＮＥ

をフル活用し、町政の見える化を徹底することで、 より開かれた行政運営を推進してま

いります。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 これまでの答弁を通じ、町長対話室の運営状況や町民参加型施策の方向性については、

一定の考え方は理解しました。  

 しかしながら、本日の質問を通じて私が改めて感じたことは、制度はあるが、町民の

皆さんにどこまで実感して届いているかという点であります。  

 申込件数の推移を見ると、制度そのものは整っていても、町民の皆さんが声を届けた

い、町政に参加したいと思える雰囲気づく りや信頼の構築という点で、まだ伸び代があ

るのではないかと感じております。  

 開かれた町政とは、単に意見を聞く 場を設けるということでなく 、 声を出しやすい空

気をつく ること、出された声を丁寧に扱うこと、そしてその結果を誠実に示すこと。 こ

の積み重ねで初めて実現するものだと私は考えます。  

 そこで最後に町長にお伺いします。  

 町長御自身は、 これからの南知多町における開かれた町政とは何であるとお考えです

か。また、 その実現に向けてどのような姿勢で町民と向き合っていく 決意なのか、改め
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てお聞かせく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 町長。  

○町長（ 石黒和彦君）

 吉原議員の再質問にお答えします。  

 私は、開かれた町政とは、町民の皆様と行政が対等な立場で未来を考え、責任を分か

ち合う町政であると考えております。そして、その前提に情報の公開性を高めていく こ

とが必要であると思っています。  

 制度を整えることはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、町民の皆様の声を

真摯に受け止め、その声にどう向き合ったかを誠実に示す姿勢であります。  

 町長対話室においても意見の全てを実現できるわけではありません。 しかし、 なぜで

きるのか、なぜできないのか、今後どう検討するのか、その過程を丁寧に説明し続ける

ことが信頼の基盤であると考えております。  

 私は、今後も町民の皆様の声を直接聞く 機会を大切にしながら、参加できる町政、結

果が見える町政、信頼される町政を着実に進めてまいります。  

 南知多の未来は、行政だけでつく るものではございません。町民の皆様と共に築く も

のであります。その覚悟を持って、引き続き町政運営に取り組んでまいります。ありが

とうございました。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 ありがとうございました。  

 町長から開かれた町政に対する姿勢と決意をお聞きしました。  

 声が届き、結果が見える町政。その言葉どおり、町民一人一人が自分の町に関心を持

ち、参加できる環境づく りを今後さらに具体化していただきたいことを期待しておりま

す。  

 開かれた町政とは、制度や仕組みだけではなく 、行政がどれだけ町民の思いに寄り添

い、誠実に向き合うかという姿勢そのものであると感じました。町民との対話、そして

支援を必要とする方々への配慮も、 その根底にあるのは、小さな声を見逃さないという
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行政の姿勢であると思います。町民の小さな声もしっかりと耳を傾け、町民と共に考え

る町政運営をお願いします。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－１ 、 ２－４ 、 ２－５につきましては、私厚生部長から、 ２－２ 、 ２－３に

つきましては、教育部長から答弁をさせていただきます。  

 それでは、御質問２－１につきまして答弁させていただきます。  

 周知・ 啓発活動につきましては、公式ホームページでの周知、公共施設へのポスター

掲示及び窓口でのパンフレット 等の配付を行ってまいりました。  

 子どもや若者が家族のケアによって学業や就労、 メンタル、将来などに影響がないよ

う、今後も周知・ 啓発活動を実施してまいります。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 今回、半田市の取組みを調べてみました。  

 半田市の周知・ 啓発活動の中で、実際に当事者であった方を講師に招き、市民向けの

講演会を開催したということでありました。 このような地域に向けた啓発活動は大変重

要だとありますので、本町も検討していっていただければありがたいなと思います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問２－２につきまして答弁させていただきます。  

 議員御指摘の啓発パンフレット につきましては、愛知県が令和４年度から配付してお

り、 ４年度は小学校５年生から高校３年生を対象に配付、 ５年度からは毎年小学校５年

生を対象に配付しております。  

 なお、本年度におきましては、昨年11月に５年生の児童数に加え、教員分20部が愛知
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県より各学校に直接送付され、学校より児童に配付しております。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 私は、今回、愛知県内の市町村の対応を調べてみましたが、ほぼ同じような取組み内

容でした。  

 これも半田市の例になりますが、半田市では民生委員さんにも配付しているというこ

とでした。本町も地域の福祉の見守り役である民生委員さんにも配付してはどうかと思

います。  

 先ほどの当事者による講演会とこの取組みは半田だけでございましたので、ぜひ検討

をお願いします。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 教育部長。  

○教育部長（ 鈴木淳二君）

 それでは、御質問２－３につきまして答弁させていただきます。  

 教職員を対象としたヤングケアラーに特化した研修は実施しておりません。  

 しかしながら、学校では日頃から児童・ 生徒との関わりやアンケート調査などを通し

て、学習・ 生活面においての悩み事などささいな変化を見逃さないように努めておりま

す。  

 さらに、学校内で情報共有するだけでなく 、支援担当部署やスクールソーシャルワー

カーなどとの連携も図っております。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  
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○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問２－４につきまして答弁させていただきます。  

 ヤングケアラーとして要対協が把握している人数は、令和８年１月末時点でゼロ件で

した。以上です。  

（ ９番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

 先日、私は豊浜小学校と南知多中学校を訪問し、現場の対応を聞いてきました。  

 先ほどの答弁にあったように、学校では日頃からの児童において悩むことなどささい

な変化を見逃さないよう、学校内で状況を共有していく ということでありましたが、現

在、把握件数はゼロであるということですが、把握していないことが存在しないように

つながると限らないという点は強く 申し上げたいと思います。  

 ヤングケアラーは家庭環境、生活困窮などの要因が複雑に絡み合って発生します。本

人が自覚していない場合が多く 、周囲も気づきにく い問題であります。  

 だからこそ、日頃からの教職員の専門的な気づきの向上、子どもが安心して相談でき

る体制整備が必要と考えますので、引き続き徹底した体制をよろしく お願いしたいと思

います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 厚生部長。  

○厚生部長（ 坂口増和君）

 御質問の２－５につきまして答弁させていただきます。  

 ヤングケアラーの実態を把握するため、各学校では児童・ 生徒の様子を日頃から注意

深く 観察していただいており、要保護・ 要支援事案については、要対協実務者会議へ定

期的に報告をしていただいております。  

 この会議は２か月に１回、定期的に開催しており、児童相談所、半田警察署、スクー

ルソーシャルワーカー、 リフレッシュスクール、主任児童委員など、様々な専門家の皆

様に出席いただいており、情報共有と今後の方針について協議しています。  

 このように、各関係機関による協力の下、実態を把握することができていますので、
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町独自の実態調査を実施する予定はありません。以上です。  

（ ９番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

吉原議員。  

○９番（ 吉原一治君）  

町独自の調査は予定していないとのことですが、国や県の動向を踏まえつつ、本町の

実情の合った形での実態把握の在り方について、今後も継続的に検討していただきたい

と考えます。  

愛知県においては、来年度予算でヤングケアラーの支援強化策として約1, 200万円を

計上しています。市町村における支援体制の整備促進も盛り込まれているので、ぜひ本

町も愛知県と一緒になって進めてほしいと思います。  

 子どもたちが、家庭の事情によって将来の選択肢を狭めることがあってはなりません。

小さなＳＯＳを見逃さない町であってほしいと強く お願いします。  

 本日の質問を通して、声を聞く ことと、 その声をどう生かすかという行政の根幹に関

わるテーマを取り上げさせていただきました。  

 町民との対話、そして支援が必要な子どもたちへの寄り添い、いずれも数字や制度だ

けでははかれない姿勢が問われる分野でもあります。今後も開かれたより温かい行政運

営を期待し、私の質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 以上で吉原一治議員の一般質問を終了いたします。  

 ここで暫時休憩いたします。再開は14時25分といたします。  

 なお、休憩中は、議場の窓を開け換気を行いますので、御協力をお願いします。  

 〔  休憩 １ ４時１ ４分 〕  

 〔  再開 １ ４時２ ５分 〕  

○議長（ 鈴木浩二君）

 休憩を解きまして、本会議を再開いたします。  

 次に、 ７番、服部光男議員。  

○７番（ 服部光男君）  

 それでは、議長の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。  

 壇上では、一般質問通告書の朗読とさせていただきます。  
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 質問事項１ ．内海駅周辺の活性化事業について。  

 1980年に開業した名鉄内海駅は、 南知多町の玄関として、 海水浴などの観光面や通

勤・ 通学などに利用され、半田や名古屋方面への直通便として地域の発展に寄与するこ

とが期待されてきました。 しかし、 その後のモータリゼーショ ンの発達や少子化、 さら

には近年のコロナウイルス感染拡大などにより、通勤やレジャーなどでの電車の利用も

減少しました。  

 2023年３月のダイヤ改正によりワンマン運転が開始され、内海駅も無人化となり、駅

下の店舗の状況も寂しい状態になっていて、過去にも駅周辺の活性化や地域振興を促す

ための活動が行われてきましたが、思うような成果は見られず、今に至っています。  

 知多新線に限らず、全国的に見ても、赤字ローカル線の存続と利用促進による地域の

活性化が課題となっている中、今回の内海駅周辺活性化事業については、官民一体とな

ってまちづく りを進める最後のチャンスと捉え、以下の質問をいたします。  

 １ ． 今回の内海駅周辺活性化事業はいつから行っているのか。  

 ２ ． 事業主体はどこか。  

 ３ ． 令和８年１月31日、 ２月１日に駅下店舗で行った音楽フェス及びシンポジウムの

参加者や意見交換の結果から見えてきたものがあれば教えてほしい。  

 ４ ． 私も内海駅周辺の活性化には以前から関心を持ち、 シャッターを開ける提案をし

てきましたが、今回の内海駅周辺活性化事業はついこの前に知ったばかりです。 これま

での取組は限られた範囲で進められてきたものなのか。地域への告知は不十分と感じる

が、原因は何か。  

 ５ ． 現在の店舗の利用状況や問題点、今後の展開についての具体策を教えてほしい。  

 ６ ． 今回のイベント では３店舗を借りて行っていたが、 これは特別に貸してく れたの

か。名鉄の協力体制や町からのアプローチの状況を教えてほしい。  

 ７ ． 電車利用者の目線で見た場合、改札を出て目の前に観光案内所があり、自分の行

きたい場所やおいしい料理を提供してく れる店舗などの案内があることは、観光地とし

て当然だと思います。そのため、改札正面の空き店舗にはアンテナショ ップとして内海

観光協会に入ってもらうべきだと考えるがどうか。同様に、今回の会場となった場所も、

地域の発信場所としてのイベント会場として利用を考えてはどうか。  

 ８ ． 内海駅周辺活性化について調べてみると、内海駅周辺の活性化プロジェクト とい

う過去資料が出てきました。 この資料は、若手政策研究会が制作したとあり、今回のシ
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ンポジウムと目的などは同じで、そこで発表された内容は既にここでやるべきことが出

ていると感じましたが、 これを資料としての今回のシンポジウムであれば、 もっと有効

かつ効率的に進められたと思います。今回の進め方については、何か意図があったのか。

また、若手政策研究会とはどのような組織で、具体的な結果まで導いて、その先の作業

が止まっている要因は何か。  

 ９ ． 特別列車やイベント列車の運行の計画はあるのか。お見合い列車や宴会列車など、

マスコミ を通して知多新線の知名度を上げるのも一つの方法と考えるが、その場合、沿

線の各市町と連携による広域的な仕掛けが必要であり、有効だと考えるがどうか。  

 質問事項２ ．内海駅周辺の活性化から内海地区全体の活性化へ。  

 この一、二年で内海地区の観光・ 商工の要素が大きく 変わったと感じる。内海といえ

ば海水浴が思い浮かぶ。想像を絶する夏の暑さによる熱中症への心配からか、海を訪れ

る観光客は年々減少している。  

 一方で、心ない観光客による砂浜でのバーベキューやその後のごみ放置が地域に迷惑

をかけていた小桝海岸も、その後の公園整備と指定管理者の導入により秩序を取り戻し、

イベント など新しい形態で海との付き合いが始まっています。  

 一方で、商工関係では、地域内の旅館やホテル、飲食店の閉鎖が相次いでいますが、

閉鎖の要因としては経営難ではなく 、経営者の高齢化、事業承継の難しさなど個人的な

都合も多く あると聞いています。  

 店がなく なる、旅館がなく なる寂しさを感じていますが、第三者への事業承継や転売

など、地域内に店舗を残す方法はなかったのかと考えています。内海駅の活性化を起爆

剤にするのと並行して、内海地区全体の活性化も見直す必要があります。そこで、以下

の質問と提案をする。  

 １ ． 地域から店舗やホテル、旅館などが消えていく 状況を見ると、地域の魅力や観光

への影響も多く あると思われます。 このような状況判断と、地域から同様事案を発生さ

せないためには、事業承継などの推進、商工会との連携が必要だと考える。町の対応策

を聞かせてほしい。  

 ２ ． 南知多町や内海の魅力は、日々暮らしていると当たり前の風景となり、気づきに

く い面もあると思います。一方で、何度か訪れるうちにこの地域に魅力を感じ、移り住

み、地域活動に積極的に関わってく ださる方々も多く 見受けられます。その方々の意見

を吸収し、地域で活躍していただく 機会を町と一緒につく っていきたいが、応援の方法、
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事例があれば教えてほしい。  

３ ． 地域内で店舗を閉じてしまう方もいれば、新たに店舗を立ち上げたい起業者の相

談を受けることもあります。農業などの新規就農者支援金などと同様に、出店・ 起業を

応援する支援策と、 その使いやすい実例があれば教えてほしい。  

 ４ ． 内海の観光面では、海水浴はもちろん、 ミ カン狩りやイチゴ狩り、アスレチック、

バーベキュー、 さらにはシラスなどの海産物、スイーツの店舗もありますが、それを紹

介するパンフレット も大変よく できていると思います。 ＳＮＳでの拡散以外で、 アナロ

グ的にパンフレット の拡散を、飲食店などの協力をいただく べきと考えるが、実情を教

えてほしい。  

 ５ ． 観光地の復活事例として、一度は寂れてしまったが、見事に復活を果たした熱海

のまちづく りを参考にしてはどうか。  

 ６ ． 人手不足は旅館の経営にもブレーキがかかったりするが、 アイデアとしては旅館

を素泊まりするとお客様は安く 泊まれ、食事は町なかで自由に散策し、地域のおいしい

食材を楽しんでもらえば、店舗は売上げも伸び、地域の活性化につながると思う。地域

全体が一つになり、 お客様をもてなす姿勢、対応はできると思うが、 このような商いな

どを地域に紹介していく 先進的な検討は、商工・ 観光・ 町そして地域が一緒になって話

し合う場所はつく れないのか。  

 ７ ． サップ体験や観光地引き網、宿泊施設のリニューアル、空き店舗の再活用など、

本町の観光や地域経済の活性化につながる取組の可能性は数多く あると感じている。 こ

れらは本来、民間事業者や地域主体の取組であるが、そうした動きを生み出し、挑戦す

る事業者を増やすための仕組みづく りや支援策について、町の考えはどうか。  

 質問事項３ ．内海駅を取り巻く 交通事情について。  

 観光目的などで内海駅に降り立った人たちの目的地までの移動手段は、旅館の送迎を

除く と徒歩やバス利用に限られるため、目的地までの移動手段について質問する。  

 １ ． 海っ子バスは私も利用しますが、最近では利用客が増加しており、時には満席に

なる状態もあります。 まずは、地域公共交通の要になる海っ子バスの利用者数の現状を

教えてほしい。  

 ２ ． 海っ子バスと並行して公共交通空白地への支援が必要であり、バス停まで歩けな

い高齢者の通院や買物等の交通手段の提供は急務と考える。町と愛知県が共同でチョ イ

ソコみなみちたの実証実験を実施しましたが、 この実験結果と利用者アンケート から見
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えてく る公共交通への要望や、チョ イソコ実用化に向けての町の考えと導入した場合の

導入費用等の概算を教えてほしい。  

 ３ ． 以前に議員の行政視察で訪問した京丹後市の実例として、 電車もバスも一律200

円と低額にした結果、利用者は６年間で2. 3倍に増加し、運賃収入は1. 3倍になり、地域

の規模も違い一概に比較はできませんが、自治体の補助金額は大幅に減額したとある。

海っ子バスは運賃値上げにより町が負担する運行費用の削減ができたが、値下げによる

効果を検討したことがあるのか。  

 ４ ． 今後の交通空白地帯対策としては、 タクシー運転手の不足から一般ドライバーの

運転によるデマンド型交通、 タクシー配車アプリを利用した日本版ライドシェア、自家

用車を利用した相乗りサービスなどが思い浮かびます。  

 先ほども実例として上げました京丹後市では、地域で法人化した団体が、地域にある

既存のバス路線等に対する課題解決策として、自家用有償運送の制度を利用したささえ

合い交通に早く から取り組んでいます。 このような施策について、南知多町ではどのよ

うに考えているのか。  

 ５ ． もう一つの交通シェアリングとして、公共交通に頼らず、乗りたいとき、使いた

いときに利用できる自転車シェアリングがある。 このような交通手段を使用すれば、海

っ子バスの併用による目的地までの交通の多様化が図られると考えます。また、自転車

に加えて電動キックボードなどの交通手段があれば、バスの時刻表を気にせず移動がで

きます。町として電動キックボード、電動自転車を利用したシェアリングサービスにつ

いて、導入検討はされているのか。  

 以上で通告書の朗読は終わらせていただきます。  

 今回、 ちょっと欲張ってたく さんの質問を入れちゃいましたので、簡潔かつ分かりや

すい答弁を望みます。  

 追加質問があれば自席で対応させていただきますので、 よろしく お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－１につきまして答弁させていただきます。  

 内海駅活性化事業は、令和６年度から実施しております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）
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 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

続きまして、御質問１－２につきまして答弁させていただきます。  

 本事業の事業主体は南知多町であり、所管は産業振興課が担当しております。  

 なお、事業については、南知多町観光協会などへ業務委託して実施しております。以

上です。  

（ ７番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）  

 令和６年度・ ７年度で南知多観光協会以外に業務委託をしていますが、 この発注して

いる業者が変わったという要因は、 これ事業内容が違ったということで変えたのでしょ

うか。また、令和８年度をどうするのか、 それも含めてお願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

 令和６年度と令和７年度の受託事業者が異なった理由でございますが、令和６年度は

内海駅活性化に対して将来像や方向性を整理する基本構想策定によるものであります。

これに対し令和７年度は、その基本構想を踏まえた具体的な取組を実施する業務委託で

あったため、専門性が異なることから、プロポーザルに応募された事業者が違ったため

でございます。  

 また、令和８年度につきましては、令和７年度に引き続き、基本構想を基にした具体

的な取組を実施する業務委託のプロポーザルを行い、業者の募集を行っていく 予定でご

ざいます。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－３につきまして答弁させていただきます。  

 令和８年１月31日及び２月１日に内海駅高架下のテナント を活用して開催いたしまし
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た音楽フェス及びシンポジウムにつきましては、町内在住の方に加え、移住者や本町に

関心を寄せていただいている町外の方にも御参加いただきました。

シンポジウムの基調講演会では、講師の大学教授より、地域資源を生かした持続可能

なまちづく りの先進地事例の紹介があり、 また意見交換会では、人が集い交流できる場

の必要性や地域の食や海などの地域資源を生かした取組への期待など、様々な御意見を

いただいたところであります。

町といたしましては、今回のシンポジウムを通じ、地域の皆さんや鉄道事業者をはじ

めとする関係者が情報共有をしながら議論を深めていく ことの重要性や、内海駅周辺の

取組が地域のまちづく りにも波及し得る可能性があることについて、改めて見いだせた

と受け止めております。

今回、参加者の皆様からいただいた御意見も参考にしながら、引き続き駅周辺の活性

化の方向性について検証してまいりたいと考えております。以上です。

（ ７番議員挙手）

○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。

○７番（ 服部光男君）

このシンポジウム、私も参加させていただいたんですが、シンポジウムの主な題材と

しては、内海駅の活性化という問題を取り上げているのに肝腎な名鉄さんの関係者が参

加されていなかったのはなぜでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に答弁させていただきます。  

 受託事業者からは、名古屋鉄道様への参加のお声がけはしていただいておりますが、

依頼時期が遅かったこともあり、会社として正式な御出席には至っておりません。  

 今後は関係機関との連携をより早い段階から行い、参加いただける環境を整えてまい

ります。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  
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○７番（ 服部光男君）

 名鉄さんとは、 これからもそうですが、一番大事な方ですし、長い付き合いになって

いく と思いますので、そのような配慮はぜひお願いしたいと思います。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

それでは、御質問１－４につきまして答弁させていただきます。  

 今回の内海駅活性化事業につきましては、特定の範囲に限定して進めたものではござ

いませんが、結果として地域の皆さんへの周知が十分であったとは言い難い状況であっ

たものと受け止めております。  

周知につきましては、チラシやポスターの掲示、 ＳＮＳなどによる情報発信を行いま

したが、開始時期の遅れや周知方法の工夫が十分でなかったことが要因の一つであると

認識しております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 今回の件で、告知の方法を含めて、役場はどこまで関知していたか、どこまで把握し

ていたのか。また、今後に向けてそれについての改善で何を見つけたのか、今後の取組

についての改善策も教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して御答弁させていただきます。  

告知につきましては、受託事業者のＳＮＳ発信及び地元の方へのチラシ配布をしたと

いう報告をいただいております。  

 今後につきましては、町広報紙、ホームページ、 ＳＮＳ等で計画的に、より多く の方

に情報が届く 体制づく りに取り組んでまいります。以上です。  

（ ７番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

先ほどの名鉄さんの参加もそうですし、今回の告知の方法でもそうですが、やはり準

備期間がちょっと短かったように感じますので、その点を大いに参考にして、次回へは

町からもアドバイスをお願いしたいと思います。  

次、お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

それでは、御質問１－５につきまして答弁させていただきます。  

 内海駅高架下のテナントの利用状況につきましては、現状では全14区画のうち８区画、

約６割が活用されている状況であります。 その一方で、空き区画については、 さらなる

利活用の促進と駅周辺の魅力向上が今後の課題であると認識しております。  

町では、令和６年度に駅周辺の活性化に向けた基本構想を策定するに当たり、駅周辺

エリアにおいて街頭アンケート を実施いたしました。その結果、テナント につきまして

は、地域資源として活用すべきとの回答割合が比較的高く 、地域からの期待がうかがえ

る結果となっております。  

令和７年度には、 この基本構想を踏まえた事業を実施したところであり、今後につき

ましても、鉄道事業者や関係団体、事業者などと連携を図りながら、地域の食資源を生

かした取組や、体験型観光の促進など、関係者の主体的な取組を後押しし、必要に応じ

た支援を行うことで、駅周辺の魅力向上とにぎわいの創出について検証してまいります。

以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 今の答弁でもありましたが、地域資源として活用すべき、本当に内海の駅中心のその

真っただ中で空きテナントがあるというのは大変重要なことですし、 この前提となる名

鉄さんにいろいろ交渉するんですが、やはり空き部屋、空き室を何とか入れようとする
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と、値下げとかそういうものが最初に出てく るような気もするんですが、そもそも論と

して、名鉄さんの駅下の空き店舗が多いというところで真意を確認したのか、 もう貸し

たく てしようがない、空き店舗を埋めたく てしようがないという気持ちがあるのかどう

かという、 そのような真意は確認したのかどうかということと、 もう一つ、店舗もそう

ですが、駅の北側の駐車場も現在使用されておりませんが、 この辺の利用、イベント な

どで利用する方法は残っているのかどうか教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

 名鉄の駅の周辺店舗につきまして、今後、値下げを含めたり、空き店舗をどうするか

という課題等につきましては、現在確認はしておりません。  

 また、駅北側の駐車場につきましては、 イベント内容にもよりますが、名古屋鉄道様

との交渉で借りることは可能だと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 その辺で、貸し出す気持ちがないものを私たちが一生懸命入る人を探すというのは、

なかなかちょっと本末転倒、おかしな話になってく るので、その辺は随時何らかの機会

で確認していただきたいと思います。  

 駐車場は貸してく れるというのは大変ありがたいことで、今後また便利に使わせてい

ただきたいなと思っております。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－６につきまして答弁させていただきます。  

 今回のイベント における内海駅高架下のテナントの使用につきましては、内海駅活性

化事業の受託事業者と鉄道事業者である名古屋鉄道株式会社との協議の上、事業の趣旨
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を御理解いただいた中で御協力いただいたものと認識しております。  

町といたしましては、事業実施に当たりまして、問合せ先の紹介など必要な情報提供

を行ったところであります。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 今回はシンポジウム、 イベント等で３店舗借りたと思うんですけど、角にあるちょっ

と大きいところもイベントルームとして借りられると、 いろんなものを呼び込む、そう

いった形で利用できると思うんですが、 これを借りるとしたらどのような方法があるか、

ちょっと何か考えがあったら教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

 御質問の新規で店舗を借りるには、 もちろん名古屋鉄道様との交渉となります。賃料

や契約期間などの一定の整理が求められることもありまして、その際には利用目的を明

確にいたしまして、 その上で実現できるか協議してまいります。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－７につきまして答弁させていただきます。  

改札正面のテナント を活用し、町観光協会内海支部によるアンテナショ ップとして、

観光案内や地域の魅力の発信を行うことは、観光客の利便性向上や駅周辺のにぎわい創

出の観点から有効な方策の一つであると認識しております。  

 議員御提案の出店につきましては、運営主体として町観光協会内海支部の判断や、体

制整備が前提となるものでありますが、駅周辺の活性化に資する取組の一つとして考え

られるところもあります。  

 また今回、会場として活用したテナント につきましても、地域情報の発信場所や交流

の場としてのイベント 会場として活用していただく ことは可能性の一つであると認識し
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ております。  

町といたしましては、内海駅活性化事業を通じ、町観光協会内海支部や鉄道事業者な

ど関係者と意見交換を重ねながら、 テナント 利活用の在り方について協議してまいりた

いと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 大変前向きなコメント をいただいたと思って、ありがたく 受け止めます。  

 ここへ入っていただく 内海の観光協会とも協議しながら、また前向きにどんどん進め

ていきたいと思います。  

 次、 お願いします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問１－８につきまして答弁させていただきます。  

新公共経営若手政策研究チームにつきましては、役場内の若手職員で構成された政策

検討のプロジェクト チームであり、地域課題について調査・ 研究を行い、その結果を政

策提案として取りまとめることを目的として設置されたものであります。  

同チームにおきましては、内海駅周辺の活性化をテーマに調査・ 研究を行い、その成

果として内海駅周辺の活性化プロジェクト を取りまとめました。 この中では、駅高架下

のテナント の利活用、マルシェの開催、駅空間を活用したアート 事業など、駅周辺のに

ぎわい創出に向けた具体的な方向性が示されております。  

町といたしましては、 この研究成果を単なる提案にとどめることなく 、実現可能性や

関係団体などとの調整状況を踏まえながら、内容を整理・ 再構築し、内海駅活性化事業

として令和６年度より事業化を図り、段階的に取組を進めているところであります。  

 また、今回開催いたしましたシンポジウムは、プロポーザルにおいて、受託事業者か

ら町民をはじめ、本町に関心を持つ多様な方々が交流し、人のつながりを広げながら、

内海駅周辺の将来像を共有する場として実施する提案があったことを受け、開催したも

のであります。  
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既存の研究成果も踏まえつつ、改めて幅広い関係者の意見を取り入れ、地域としての

機運の醸成を図ることを目的としたものであり、大変有意義な機会であったものと認識

しております。  

 なお、内海駅構内や高架下テナント 、周辺土地の利活用については、鉄道事業者が所

有管理していることから、具体的な施策の実施に当たっては、協議や調整を要し、一定

の制約や時間を伴う側面がございます。  

 町といたしましては、政策提案の取組が停滞しているとの認識はなく 、関係団体など

との連携を図りながら、実現可能な取組から着実に積み重ねているところであり、引き

続き内海駅周辺の活性化に向け取り組んでまいりたいと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 私も若手政策研究会のこの内容を拝見させていただきながら、大変すばらしい出来栄

えだと感じております。その中で、 シャッターアート事業、マルシェ事業など各事業と

して各会へ引き継ぐとありますが、その後の状況をちょっと教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に答弁させていただきます。  

 御質問のシャッターアート事業、マルシェ事業につきましては、産業振興課が引き継

いでおります。  

 まず、 シャッターアート事業につきましては、駅シャッターへの直接描画の許可が得

られなかったため、 アート フラッグ事業といたしまして実施しております。内海駅構内

や改札前にフラッグを提示し、 にぎわい創出と誘客につなげることができました。また、

マルシェ事業につきましては、観光協会へ委託している事業の一環といたしまして、 イ

ベント列車事業等の際に実施しております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）
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 御質問１－９につきまして答弁させていただきます。  

特別列車やイベント 列車につきましては、令和６年度には名古屋鉄道創業130周年を

記念した特別列車（ アート ト レイン） が運行され、話題性のある取組として多く の方の

関心を集めたところであります。  

 また、令和７年度には貸切り列車「 内海行き 温泉むすめ号」 を運行するなど、内海

駅及び知多新線のＰＲにつながる取組を実施いたしました。なお、現時点では、新たな

特別列車の運行に関する具体的な計画はございません。  

 また、議員御提案のお見合い列車や宴会列車など話題性のある企画は、知多新線の認

知度向上につながる可能性を有するものと認識しております。町といたしましては、今

後、鉄道事業者などと十分に協議を行い、 その事業効果や実施体制を総合的に勘案しな

がら、実施の可能性について検討してまいりたいと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－１につきまして答弁させていただきます。  

 現時点では、町が主導する事業承継に対する支援体制は構築しておりませんが、経済

産業省中部経済産業局の委託を受け、名古屋商工会議所が運営する愛知県事業承継・ 引

継ぎ支援センターにおいて、事業承継に関する相談対応、課題整理、計画策定支援、譲

受・ 譲渡企業のマッチング支援などが実施されております。  

 また、愛知県商工会連合会、中小企業基盤整備機構、愛知産業振興機構による伴走型

小規模事業者支援に加え、日本政策金融公庫においても、事業承継に係る融資制度や資

金繰り支援などを通じ、円滑な引継ぎを後押ししているところであります。  

 本町におきましても、町内各商工会がこれらの関係機関と連携し、伴走型小規模事業

者支援事業の一環として、事業承継を含めた個別相談に対応しているところであります。  

 さらに、地域の金融機関におきましても、日常的な経営相談や資金支援などを通じて、

重要な役割を担っているものと認識しております。  

 事業承継の推進につきましては、第７次南知多町総合計画において重点政策に位置づ

けている重要な取組であります。町といたしましては、商工会をはじめ関係支援機関と

の連携を一層強化し、早期相談の促進や支援制度の周知に努めてまいります。以上です。  

（ ７番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 いつもなじみのある店がなく なるというのはちょっと寂しい感じなんですが、地域内

で閉店された店舗をいち早く 確認できるのは商工会かなと思うんですが、そのような情

報を役場が共有するにはどのような方法があるのか。それを踏まえて、空き家、空き店

舗となったそういった店舗へのサポートにはどのような方法があるか教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に答弁させていただきます。  

閉店情報の把握につきましては、商工会との連携をより一層密にし、定期的な情報共

有の場を設けることや、閉店情報の提供を依頼するなどの方法が考えられます。  

 また、空き店舗へのサポート につきましては、現時点での特段の支援制度はございま

せんが、今後の地域活性化の観点から、必要性について研究してまいりたいと考えます。

以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

同様な例として、 旅館だったらどんな対応ができるでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

旅館等の情報につきましては、商工会に加えまして、観光協会とも連携しながら情報

共有を図ってまいります。  

 また、旅館に対する支援につきましては、現時点での特段の制度はございませんが、

関係団体と連携し、 観光振興の観点から今後の支援の在り方について検討してまいりた

いと考えております。以上です。  
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○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－２につきまして答弁させていただきます。  

 議員の言われるとおり、本町の魅力は外からの視点によって改めて価値が見いだされ

る場合も多く 、移住者や地域外から関わっていただいている方々の存在は、地域活性化

にとって大変重要であると認識しております。  

 町といたしましては、 クラウドファンディ ングを活用したイベント などに対する町広

報や公式ホームページを通じた周知への協力、後援名義の付与、また小桝緑地など公共

施設の利活用に係る環境整備など、地域とのつながりを大切にしながら、安心して活動

できる環境づく りに努めております。  

移住された方々を応援する方法といたしましては、地域との橋渡しや活動内容の周知

などを通じて後押ししていただく ことが、地域への定着と継続的な活動につながる重要

な取組であると考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

移住される方、そして移住されてきた方たちが地域活動をされるというのは大変あり

がたい存在だと思います。  

 しかし、生活していく 中で、移住された方と地域の方との間でこれをく っつける方、

接着剤となるような人材を紹介していただく ことで、移住された方も生活にも安心感が

あり、観光、また農業にも入りやすい環境をつく れると思いますが、そのような方法が

あったら教えてく ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

 議員の御指摘のとおり、移住者と地域の方が円滑な関係を築く ためには、お互いを知

り、理解し合うことが大切だと考えております。  
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そのため、既存のまちづく り協議会などの御意見もいただきながら、繰り返しになり

ますが、地域のことをよく 知る方を橋渡し役としてつなぐ仕組みや、交流の場づく りを

進め、移住者が観光や農業にも入りやすい環境づく りに取り組んでまいります。以上で

す。  

○議長（ 鈴木浩二君）

建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

それでは、御質問２－３につきまして答弁させていただきます。  

 本年度から、商工業の振興、地域経済の活性化及び雇用の確保を目的として、新規出

店や創業に必要な初期投資に対し交付する南知多町創業支援補助金を創設しております。  

 補助内容は、事業所などの賃借料、法人登記などに係る費用、事業所などの改装費や

設備費、広報費の一部を補助するものでございます。本年度については、補助金の採用

には至りませんでしたが、相談件数は４件ございました。  

 今後も補助制度の周知や相談支援に努め、新規出店や創業を希望される方が活用しや

すい制度となるよう 、引き続き推進してまいります。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－４につきまして答弁させていただきます。  

 南知多町観光協会では、県内の観光案内所や高速道路のパーキングエリア、観光施設

など観光客が立ち寄るスポット を中心に、南知多町の観光資源を紹介するパンフレット

を設置していただいております。また、知多半島観光圏協議会事務局へ依頼し、知多半

島内各所でもパンフレット を設置していただく ようお願いしております。  

 なお、町内の飲食店などにおけるパンフレット の設置につきましては、個々の事業者

の判断によるものであり、現状としましては、必ずしも広く 設置されている状況にない

ものと認識しております。  

 今後につきましては、観光情報のさらなる周知を図るため、町観光協会及び各支部を

通じて、町内事業者の皆様に対してパンフレット 設置への御理解と御協力をお願いして

まいりたいと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  
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○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 いろんなパンフレット もじっく り見させてもらいましたが、大変よく できていると思

います。 ということで、 これ、 どこで配るか、どのように配るかという問題になってく

ると思いますが、やはり先ほどの１－７でお願いしたような、内海の駅前のアンテナシ

ョ ップ、 このようなところを設置していただいて、ああいうところで突然来た観光客に

も配っていただけると大変効率的でいいと思いますので、併せてお願いしておきます。  

 次、 お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－５につきまして答弁させていただきます。  

 熱海のまちづく りの事例では、外部からの大型投資を呼び込む手法ではなく 、地域に

暮らす人が主役となり、日常や既存資源を磨き上げることで魅力を生み出す民間主体の

取組があります。  

 その具体例の一つが、あたみすたであると認識しております。  

 この取組では、空き店舗や使われていない建物や土地を活用し、小さな事業を積み重

ねながら関係人口を増やし、地域内で経済が循環する仕組みをつく っているとのことで

ございます。  

 本町においても、 観光資源や海や山の恵みといった食材や特産品は豊富である一方、

空き店舗、担い手不足といった課題があります。  

 あたみすたの事例は、行政が主体となって整備を行うだけではなく 、民間の挑戦を後

押しする仕組みづく りの重要性を示しており、空き店舗の利活用促進、若者や移住者の

新しい挑戦の支援、地域の魅力や価値を高める取組といった点で、考え方として本町の

まちづく りにも応用できるものと考えております。駅前から海に向かって人が自然に町

を巡ることができる動線づく りなど、参考にできるところもございますので、今後検討

してまいりたいと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）
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服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 内海の過去を振り返ってみまして、素人判断でございますが、海水浴ブームに頼り過

ぎた、保養所や民宿も多かった、夏以外での宴会団体客も多く 恵まれていたと思います

が、 このような過去の分析を行ったことがあるのかどうか。また、ある程度そういった

材料から今後の活性化のための検討とか施策というのは考えたことがあればちょっと教

えていただきたいと思います。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に対して答弁させていただきます。  

 内海に対しての過去の分析につきましては行っていませんが、施策につきましては、

令和６年度からの内海駅活性化事業で、内海駅を軸に周辺地域から海岸を含めた内海地

区全体の活性化につながるよう事業を行わせていただいております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 内海でといいますと、本当に美しい海岸がいつまでたっても変わらぬ価値を持つ財産

だと思っております。小桝海岸もごみ問題から脱却して、観光振興という意味の一つの

ピースになっております。  

 内海駅から、そして内海海岸を結んだ、 それを点から線、そして面としての振興策を

含めて、内海の復活の一つの方向づけとして進めていけたらと思っております。  

 次、 お願いいたします。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－６につきまして答弁させていただきます。  

 本町には、各種産業団体、町議会及び役場を構成員とする南知多町産業振興協議会が

設置されており、各分野がその枠を越えて連携し、地域産業全体の振興を図ることを目
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的とした組織がございます。 しかしながら、近年は開催されていない状況にあります。  

 議員の言われる、地域全体でのおもてなしの在り方や、観光客が宿泊施設から飲食店、

観光施設へ足を運んでいただく 流れをつく る取組につきましては、特定の業種のみで完

結するものではなく 、関係する各分野が情報を共有し、意見を交わしながら方向性を見

いだしていく ことが重要であると認識しております。  

 そのため、 こうした地域横断的なテーマにつきましては、南知多町産業振興協議会な

どの場を活用し、地域内経済の循環促進や産業間連携について幅広く 意見交換を行うこ

とは有効と考えております。  

今後につきましては、同協議会の活用も含め、地域全体で来訪者を迎える体制づく り

や、各産業が相乗効果を生み出す仕組みについて検討してまいります。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 建設経済部長。  

○建設経済部長（ 田中直之君）

 それでは、御質問２－７につきまして答弁させていただきます。  

 事業者が新たな取組に挑戦する際には、資金面のみならず、販路、人材、情報といっ

た様々な課題があることから、 それらを総合的に後押しする仕組みづく りが必要である

と考えております。  

 町の支援策といたしましては、御質問２－３で答弁させていただきました南知多町創

業支援補助金により、創業時の初期投資負担の軽減を図っております。また、南知多町

中小企業者等応援補助金では、人材確保に要する経費への支援に加え、 インターネット

上で商品を販売する仕組み、いわゆるＥＣサイトの活用に対する支援を行い、販売拡大

や経営基盤の強化を後押ししております。  

 さらに、 南知多町ふるさと納税3. 0の取組を通じて、 事業者の商品やサービスを広く

発信し、新たな収益機会の創出にもつなげているところであります。  

 今後につきましても、 こうした制度の利用促進に努めるとともに、関係団体などとの

連携や情報共有の場づく りを通じて、挑戦を志す事業者が相談しやすく 、孤立しない環

境づく りにも努めてまいりたいと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）
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 御質問３－１につきまして答弁をさせていただきます。  

令和６年10月から令和７年９月までの１年間の海っ子バス利用者数は、前年度より

7, 874人増の27万8, 918人となっております。  

 なお、路線再編前の令和４年10月から令和５年９月までの１年間の利用者数は豊浜線、

西海岸線合わせて24万6, 800人であり、 これから比較すると３万2, 118人増となっており

ます。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 質問の中で言いましたが、バスを利用した際に、いろいろなバス停で乗り降りする住

民の利用感、そういったものを肌で感じております。  

 前年度に比較して7, 800人余りの増というのは大変いい要因だと思いますが、 この要

因を一般客も増えたのか、観光客が増えたのか、データがあれば教えていただきたいと

思います。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 防災交通課長。  

○防災交通課長（ 山下哲矢君）

 それでは、服部議員の再質問につきまして答弁させていただきます。  

 利用者数については、増加率が３％弱となっておりまして、環状線に再編して以降、

おおむね横ばいで推移しているものと考えております。  

 なお、バスの乗降データでは、乗車の利用目的までは把握できません。 しかしながら、

毎年６月の平日２日間で実施している利用者アンケート において利用目的を聞いており

まして、観光、遊び、趣味を選択した割合が毎年15％で推移しておりまして、大きな変

化はないものと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問３－２につきまして答弁をさせていただきます。  

 チョ イソコみなみちた実証事業は、 ９月16日から１月30日までの４か月半行いました
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が、徐々に利用者が増加していきましたので、 ここでお伝えする数値は、最も利用が多

かった12月の数値で回答をさせていただきます。  

 12月の利用人数は36人、 予約件数は163回となっており、利用者アンケート では体験

した方から継続希望の声をいただいております。 しかし、今回と同レベルのチョ イソコ

みなみちたを車両１台で導入する場合、導入費用と１年間の運用費用の合計は約1, 800

万円になります。  

 これらの結果から、利用者数に対して高額な費用がかかるため、現実的に今回と同レ

ベルのチョ イソコみなみちたの実用化は難しいと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問の３－３につきまして答弁をさせていただきます。  

 令和５年10月に運賃を値上げし、 もうすぐ２年半が経過するところであり、現時点で

は路線再編と運賃値上げの効果が見えてきた段階であると考えております。  

国からの補助金も含め、大きく 公共交通の財政状況が改善した今、町としましては、

改善した費用の中から豊浜線復活や交通空白地対策を進めていく 方針でございます。  

運賃値下げによる効果の検討については、今後、他市町の事例などを研究していきた

いと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問の３－４につきまして答弁をさせていただきます。  

町としまして、チョ イソコみなみちたの実証事業の結果を踏まえ、住民共助による移

動施策の構築について検討を始めております。そのためには、地域での協力者の掘り起

こしが欠かせません。  

今後、役場、交通事業者、住民がそれぞれ役割を分担し、地域に合った移動手段の確

保に努めていきたいと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  
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○７番（ 服部光男君）

 タウンミーティ ングでの説明では、運転手を地域で担ってほしいということでしたが、

担うのか雇うのか分かりにく い点も多かったし、 このデマンド交通にも実証実験がある

と大変分かりやすいと思いましたが、 このようなシステムはあるのかないのか教えてく

ださい。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 防災交通課長。  

○防災交通課長（ 山下哲矢君）

 それでは、再質問につきまして答弁させていただきます。  

 地域で役割分担等の検討が進みまして、 導入の道筋が見えてきた段階で実証実験を行

うのか、本格導入をするのか決めていきたいと考えております。以上です。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 総務部長。  

○総務部長（ 山本剛資君）

 御質問３－５につきまして答弁をさせていただきます。  

 これまでに導入の検討はしておりません。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 それでは、観光客を対象とした利用についてはどうでしょうか。  

○議長（ 鈴木浩二君）

 産業振興課長。  

○産業振興課長（ 奥川広康君）

 ただいまの御質問に答弁させていただきます。  

 観光誘客の点からについてでございますが、議員のおっしゃるとおり、電動キックボ

ード、自転車などを利用したシェアリングサービスは、本町のように観光資源が点在す

る地域では、電車などの公共交通利用者に対しても車がなく ても周遊できるものであり、

また滞在時間の延長や消費拡大につながります。  

 本町も日間賀島や篠島の事例や御意見を参考に、地域の実情や課題を整理いたしまし
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て研究してまいりたいと考えております。以上です。  

（ ７番議員挙手）  

○議長（ 鈴木浩二君）

 服部議員。  

○７番（ 服部光男君）

 町外での事例も参考にしながら、安全にかつ有効に町の中を移動できるツールがあれ

ば、新しい発見にもつながると、観光振興にも期待が持てると思っております。  

今回の質問について、ちょっと早送りもありましたけど、地域を活性化する、内海の

駅から海岸、そしてそれをつなげる面として捉えていく 。 その中で移動する交通システ

ム、そういった形の３つの質問を通じてやってまいりました。  

 この辺で主ににぎわいを取り戻すという形での質問でいろいろ用意してきましたが、

こちらへ来る方が何を求めるのか、 もっともっと深く 深く 考えるとしたら、安らぎ、ゆ

っく りまったりを求めてく る人もおります。  

一日中ずっと海を見てぼんやり過ごす場所があったらいいなとか、いろんなこともあ

りますので、 地域の声、 そして移住されてきた方、 新しい目で見ていただく ための内

海・ 南知多を見返しながら、みんなでまず一度話し合って、どの方面へ向かうかという

のも、一つの答えかたく さんの答えが出てく るかと思いますが、地域と皆さんが一緒に

なって進めていけたらと思っております。一生懸命頑張ります。 また、役場の方たちと

も一緒になって進めていけたらと思っております。  

 私の質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（ 鈴木浩二君）

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  

 本日はこれにて散会いたします。 どうも御苦労さまでした。  

 〔  散会 １ ５時２ ４分 〕  


